
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
命
倫
理
法
と
憲
法

ー
生
命
論
理
法
の
斡
鍛
と
憲
法
院
制
判
決
に
つ
い
て
i
i
l

建

石

真

会

子

(
名
古
媛
大
学
非
常
勤
)

lま

め

じ

〈
生
命
倫
理
法
の
制
定
〉
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フ
ラ
ン
ス
で
は
、

一
九
九
周
年
七
月
に
「
生
命
倫
理
法
い
が
制
定
さ
れ
た
。
開
法
は
、
「
人
体
の
尊
識
に
関
す
る
一
九
九
四
年
七
丹

フランスにおける生命倫理法と緩まま〔建石}

断
に
関
す
る

」
、
「
人
体
の
様
成
要
素
及
び
産
物
の
贈
与
及
び
到
利
用
、
生
殖
へ
の
軍
学
的
介
助
援
ぴ
に
出
生
前
診

(2) 

九
九
割
年
七
月
二
九
日
法
律
第
九
皆
i
六
五
四
日
万
円
吋
保
健
の
分
野
に
お
け
る
研
究
を
回
目
的
と
す
る
記
名
情
報
の
処

九
日
法
稼
第
九
四
l
六
五

理
に
相
関
す
る
、
設
び
に
情
報
処
理
、

フ
ァ
イ
ル
及
び
政
協
に
関
す
る

〈

3〉

一
九
九
閤
年
七
月
一
ヨ
法
律
第
九
凹
i
五
密
入
管
い
の
一
一
…
つ
の
法
律
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

九
七
八
年
一
月
六
日
法
律
第
七
八
i
一
八
号
を
改
正
す
る

こ
の
三
つ
の
法
律
は
、
先
端
生
命
医
学
誌
術
に
関
す
る
原
射
を
、
「
人
聞
の
優
越
性
ヘ
「
人
間
の
尊
厳
」
、

の
始
ま
り
か
ら
の

「
人
体

竹
人
体
の
不
可
佼
性
い
と
定
め
、
そ
の
康
問
問
に
基
づ
い
て
、
議
器
移
植
、
人
体
と
そ
の
巌
物

全
て
の

の
利
用
、
生
殖
の
産
学
的
介
助
、
出
生
前
診
断
の
利
用
の
要
件
と
規
制
、
及
び
医
学
分
野
の
個
人
情
報
の
保
護
と
利
用
に
つ
い
て
定
め
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て
い
る
。

開
法
の
制
定
に
は
、
具
体
的
な
立
法
過
程
と
し
て
は
、

九
八
八
年
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
(
関
務
焼
)
が
作
成
し
た
生
命
倫
理
に

関
す
る
報
告
審
に
詰
ま
り
、
最
終
的
に

九
九
四
年
六
月
に
元
老
院
で
可
決
さ
れ
る
ま
で
の
六
年
の
歳
月
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
怒
ら

に
、
生
命
倫
理
に
関
す
る
社
会
的
な
議
論
の
期
間
と
い
う
意
味
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
に
体
外
授
精
児
が
誕
生
し
た
一
九
八
一
一
年
に

さ
か
の
ぼ
り
、
法
制
定
ま
で
お
よ
そ

一
年
に
及
ぶ
。
ま
た
、
制
定
過
程
も
盟
会
で
の
立
法
者
に
よ
る
検
討
だ
け
で
な
く
、
体
外
受
精

児
の
誕
生
の
翌
年
の
一
九
八
三
年
に
創
設
さ
れ
た
、
生
命
科
学
技
術
や
研
究
の
進
展
が
も
た
ら
す
生
命
や
医
学
に
関
す
る
問
題
を
検
討

す
る
国
家
倫
理
委
員
会
で
の
検
討
も
、
今
回
の
生
命
倫
理
法
の
制
定
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

〈

4
)

g
本
で
は
、
生
命
俄
理
に
関
す
る
議
論
は
、
現
在
、
綴
器
移
植
に
関
す
る
法
律
制
定
の
動
向
が
柱
目
さ
れ
て
い
る
が
フ
ラ
ン
ス
で

は
、
生
命
倫
理
は
、
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九
八

0
年
代
か
ら
は
、
主
と
し
て
人
工
生
殖
(
フ
ラ
ン
ス
の
生
命
倫
理
法
の
用
語
で
は
、
人
工
生
抽
猿
濯
は
吋

z法一

(5) 

へ
の
配
学
的
介
助
」

γ
戸
出
回
阿
部
け
窓
口
由
自
主
符
己
申
伊
ぽ
日

V
2
2
2己
主
ふ
に
句
'
と
呼
ば
れ
、
人
工
授
精
・
体
外
受
精
・
距
移
植
等
多

様
な
技
術
を
含
む
〉
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
臓
器
移
植
に
つ
い
て
は
、

九
七
六
年
に
臓
器
摘
出
に
関

す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、

九
七
八
年
に
罷
法
律
の
施
行
令
で
あ
る
デ
ク
レ
が
制
制
定
さ
れ
て
お
り
、
移
植
を
目
的
と
し
た
、
死
体
、
生

体
か
ら
の
臓
器
摘
出
が
既
に
一
窓
の
婆
件
で
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
人
工
生
殖
に
つ
い
て
は
、

九
J¥ 

の

最
初
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
体
外
受
精
児
の
誕
生
以
来
、
社
会
的
な
関
心
が
急
激
に
高
ま
っ
て
い
た
。

〈

co)

一
人
に
場
加
し
て
い
る
。
出
生
率
の
割
合
で
は
、

一
九
八
五
年
に
は
、

〉
認
?
ザ
』

試
み
た
入
は
三
二
六

五
人
だ
っ
た
が
、

九
八
九
年
に
は
四
五
六
五

フ
ラ
ン
ス

の
年
間
の
出
生
数
は
平
均
し
て
七
七
万
人
で
、
そ
の
う
ち
〉
民
M
U

に
よ
る
出
生
は
約

M
%
、
こ
の
う
ち
、
ド
ナ
ー
の
精
子
に
よ
る
人
工

授
精
に
よ
る
出
生
が
約
一

。
。
。
、
体
外
受
精
に
よ
る
出
生
が
二
五

0
0
(
M
m
%が
カ
ッ
プ
ル
の
関
で
行
な
わ
れ
た
体
外
受
精
)
で
あ

る
。
ま
た
、

九
八母

九
九
一
年
み
ま

年
以
来

九
七
三
年
以
来
一
九
九
一
年
ま
で
の
ド
ナ
ー
に
よ
る
人
工
授
精
兇
は
二
万
蕊
千
入
、



で
の
体
外
受
精
児
(
試
験
宮
ベ
ピ

i
)
は
一
万
人
会
数
え
て
い
る
。
年
間
の
体
外
受
精
の
試
み
は
、

一
九
八
八
年
に
は
「
二
九
七
二
件

フ
ラ
ン
ス
で
は
体
外
受
精
を
試
み
る
人
の
離
合
は
ア
メ
リ
カ

(8) 

年
に
は
、
体
外
受
精
の
数
字
は
一
一
七
閥
九
八
件
と
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。

で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
一
三
ハ
鴻
七
件
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
口
比
で
は
、

〈

7
}

よ
り
も
高
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
ο

さ
ら
に
、
一
九
九

他
方
、
代
理
母
に
つ
い
て
も
、
体
外
受
精
の
技
術
と
共
に
、
生
物
学
的
に
症
と
は
関
連
を
持
た
な
い
、
提
娠
だ
け
の
母
親
が
可
能
と
な
っ

。

〈

告

〉

九
八

0
年
代
半
ば
か
ら
設
立
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
代
議
母
に

た
こ
と
に
よ
り
、

フ
ラ
ン
ス
で
も
、
代
理
母
会
斡
旋
す
る
組
織
が

よ
っ
て
出
生
し
た
子
供
は

一一一

O
人
と
替
わ
れ
て
い
る
が
、
社
会
的
な
反
対
も
激
し
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
各
裁
判
所
に
お
け
る
代
理
母
に

つ
い
て
の
裁
判
で
は
、
代
潔
母
契
約
の
無
効
の
判
決
が
繰
り
返
し
下
さ
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
破
致
錠
が
…
九
九
…
年
五
月
一
一
一
一

〈
同
州
)

目
、
妊
綴
契
約
は
、
人
体
友
人
織
の
不
可
処
分
性
と
い
う
原
則
を
壁
書
す
る
と
い
う
判
決
を
下
し
、
代
理
母
は
禁
此
さ
れ
る
結
果
と

な
っ
た
。
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以
上
の
よ
、
つ
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
生
命
倫
理
法
は
、
生
殖
に
関
す
る
医
学
的
介
助
を
中
心
に
議
論
が
行
な
わ
れ
、
法
律
に
よ
る
規
制
の

フランスにおける生命倫理法と憲法(礎石)

な
い
ま
ま
に
実
裁
が
増
し
て
い
く
こ
と
へ
の
匙
倶
が
詮
制
定
の
動
機
の
一
つ
で
あ
る
。
反
面
、
先
端
生
命
医
療
に
か
か
わ
る
生
命
倫
理

の
よ
う
な
「
苑
」
や

の
開
題
は
、
議
徳
や
宗
教
の
領
域
と
調
達
の
深
い
も
の
で
あ
り
、
間
刻
家
に
よ
る
強
制
で
あ
る
と
こ
ろ
の

法
的
な
規
制
に
な
じ
ま
な
い
、
と
い
う
指
摘
も
根
強
い
。
し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
斑
に
社
会
的
に

の
繋
合
で

人
工
生
被
の
実
践
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
裁
判
所
で
も
ド
ナ
ー
に
よ
る
〉
詩
句
で
出
生
し
た
子
を
め
ぐ
る
親
子
関
係
な
ど
判
断
を
行
な
っ

て
い
る
こ
と
れ
初
、
現
実
的
に
早
柏
崎
な
法
的
な
鏡
艇
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
生
命
倫
理
に
つ
い
て
の
規
制
の
決
定
方
法
は
、
で
き

る
だ
け
民
、
五
部
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
好
ま
し
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
立
詮
者
に
よ
る
法
律
制
定
と
い
う
方
法
で
の
規
則
作
り
・
そ
繍
完

す
る
意
味
で
、
専
門
家
に
よ
る
検
討
と
世
論
と
の
対
話
の
た
め
に
関
家
倫
理
委
員
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
議
会
と
い
う
形
式
の
民
主

主
義
以
外
に
、
広
い
範
鎖
の
専
門
家
に
よ
る
検
討
や
世
論
の
調
査
及
び
対
話
の
場
と
し
て
こ
の
委
員
会
が
果
た
し
た
投
欝
は
非
常
に
大
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き
い
も
の
で
あ
っ
た
。

八
生
命
倫
理
法
と
態
法
〉

さ
て
、
生
命
倫
理
は
、
生
命
受
痘
譲
の
対
象
と
す
る
た
め
、
憲
法
と
の
関
係
で
は
、
先
端
医
療
技
術
に
お
け
る
生
命
の
扱
わ
れ
方
に

つ
い
て
、
憲
法
上
、
ど
の
よ
う
な
人
権
が
保
護
さ
れ
ど
の
よ
う
な
建
制
が
許
容
さ
れ
る
の
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま

ず
個
人
の
生
命
に
国
家
が
介
入
す
る
根
拠
は
何
か
、
第
二
に
生
命
科
学
に
践
わ
る
人
権
と
は
ど
の
よ
う
な
人
権
か
、
と
い
う
…

つ
の
問

題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

ず
だ
我
憲
誌
に
お
い
て
、

の
人
権
保
隊
の
前
畿
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
生
命
の
整
黍
」
が
、

そ
れ
と
し
て

の
は
第
ニ
次
数
界
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
戦
時
間
の
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
優
生
政
策
の
経
験
を
理
由

と
し
て
お
り
、
例
え
ば
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
裁
判
で
は
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
が
初
め
て
法
的
に
承
認
さ
れ
、
大
量
虐
殺
に
関
す
る
責
任

58 

が
問
問
わ
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
新
た
な
憲
法
を
制
定
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
憲
法
に
、
新
し
く
生
命
に
演
す
る
規
定
安
設

(ロ)

け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
際
条
約
の
レ
ベ
ル
で
も
、

一
九
五

O
年
に
ヨ

i
ロ
ッ
パ
審
議
会
が
採
択
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
も
、

第
二
条
で
「
生
命
に
対
す
る
権
利
」
の
規
定
を
お
き
、
個
人
の
生
命

の
保
護
を
定
め
、

人
権
規
約
も
第
八
条
で
、
人
体
実
験
を
禁
止
し
、
震
学
の
分
野
と
の
関
渡

て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
悲
の
懲

法
や
条
約
で
生
命
に
関
す
る
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
の
は
、

っ
て
組
織
的
に
生
命
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
防

ぐ
と
い
う
図
的
を
校
史
的
に
闘
っ
て
い
る
の
マ
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
生
命
倫
理
に
関
す
る
法
的
規
制
の
問
題
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
億
人
の
身
体
に
つ
い
て
の
患
家
の
関
与
の

性
鷲
を
問
問
う
も
の
で
あ
る
。
近
代
憲
法
に
お
い
て
は
、
身
体
に
つ
い
て
は
、
恋
意
的
な
富
家
の
介
入
を
禁
じ
る
目
的
で
身
体
(
人
身
)

の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
き
て
お
り
、
唯
一
、
公
共
の
利
益
と
い
う
理
由
で
保
健
衛
生
や
煎
法
の
分
野
で
、
問
家
に
よ
る
謹
紛
が
認
め
ら



れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
端
医
療
技
術
に
お
い
て
生
命
や
死
を
操
作
し
た
り
利
用
し
た
り
す
る
個
人
の
自
由
に
、
国
家
が
規
制
を

加
え
る
た
め
に
は
、

に
生
命
の
尊
重
が
裁
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
的
な
背
祭
会
考
蟻
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
公
共
の
利

益
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
現
行
の
第
五
共
和
鱗
憲
法
(
一
九
五
八
年
制
定
)
に
は
、
憲
法
上
の
権
科
と
し
て
の
生
命
に
関
す
る

規
定
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
生
命
倫
理
法
が

九
九
四
年
に
制
判
定
さ
れ
る
ま
で
、
体
や
生
命
に
熊
す
る
医
学
的
な
操
作
や
規
制
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
法
的
な
権
利
に
慕
づ
い
て
、
そ
れ
ら
の
技
術
を
利
用
し
、
あ
る
い
は
規
制
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
不
明
確
で
あ
っ
た
。

第
五
共
和
制
憲
法
下
で
、
憲
法
上
、
生
命
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、

九
七
五
年
の
人
工
妊
娠
中
絶
法
観
定
に
つ
い
て
違
憲
審
査
が

提
起
さ
れ
た
と
き
が
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
他
の
鴎
欽
諸
能
で
も
、
妊
娠
中
絶
の
合
法
化
を
め
ぐ
り
「
胎
旧
ん
の
生
命
に
対
す

〈お〉

る
権
利
」
に
つ
い
て
の
憲
法
判
断
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
裁
判
所
で
あ
る
憲
法
院
は
、
経
娠
中
絶
法
は
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「
生
命

プランスにおける生命倫理法と憲法(建石}

を
原
則
別
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
絶
は
同
法
の
定
め
る
要
件

(
H
H
)
 

み
行
な
わ
れ
る
例
外
で
あ
る
、
と
い
う
論
拠
で
中
絶
法
を
合
殺
と
判
断
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
に
は
、
生
命
に
つ
い
て
の
憲
法

の
始
ま
り
か
ら
の
人

(
罰
法
第
一

く
場
合
に
の

上
の
原
則
は
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
生
命
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
中
絶
と
「
胎
克
の
生
命
に
対
す
る
権
利
」
に
つ
い
て
、
経
娠
中
絶
薬
の
河
口
問
八

コ
ン
セ
イ
ユ
'
デ
タ
は
、

六
の
是
非
が
問
わ
れ
た
行
政
訴
訟
の
際
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
に
は
、

ヨ
i
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の

「
使
命
に
対
す
る
権
利
い
と
の
適
合
性
の
審
資
を
行
な
い
、
妊
娠
中
絶
薬
の
市
場
化
の
認
可
は
条
約
に
適
合
す
る
段
の
判
断
を
行
な
っ

(
お
)

て
い
る
。

つ
ま
り
、
生
命
倫
理
法
制
制
定
の
時
点
で
は
、
生
命
に
賭
す
る
問
題
を
判
断
す
る
憲
法
上
の
原
則
制
は
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、

今
留
の
生
命
倫
理
法
に
つ
い
て
も
、

の
場
合
の
軽

の
扱
い
に
つ
い
て
、
「
匹
の
生
命
の
権
制
約
い
を
め
ぐ
っ
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(
日
時
)

憲
審
査
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
院
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
奥
な
り
、
判
決
に
お
い
て
、
説
来
明
確
で
な
か
っ
た
「
生
命
」

に
関
す
る
憲
法
上
の
規
範
を
初
め
て
明
示
し
た
。
ま
た
こ
の
判
決
は
、
憲
法
院
が
先
端
医
療
技
術
に
つ
い
て
初
め
て
判
断
し
た
と
い
う

意
味
で
も
詰
問
さ
れ
る
。

さ
て
、
生
命
倫
理
と
憲
法
の
…
一
番
目
の
問
題
は
、
先
端
医
療
技
術
に
潟
わ
る
人
権
と
は
ど
の
よ
う
な
人
権
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
先
端
医
療
技
術
の
利
用
や
競
制
に
つ
い
て
、
生
命
の
尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
生
命
や
人
権
を

尊
重
す
る
の
か
が
関
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
二
つ
の
罷
難
を
伴
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
役
A

穏
や
死
の
相
対
化
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
生
命
科
学
技
術
の
進
歩
と
共
に
、
生
命
や
死
に
人
為
的
に
介
入
す
る
方
法

が
多
様
に
な
り
、
生
命
や
死
そ
の
も
の
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多
様
な
設
階
的
な
状
態
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
生
命
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
意
味
す
る
か
」
、
「
死
と
は
ど
の
状
態
〈
段
階
)
を
指
す
の
か
い
、
「
人
間
の
定
義
に
お
い
て
、
体
と
人

-60-

格
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
か
」
と
い
う
間
い
が
生
物
学
的
に
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
と
持
特
に
、
法
的
に
も
、
関
門
様
の
間
同

い
が
提
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
法
的
な
意
味
で
、
「
人
権
の
、
烹
体
い
と
し
て
揚
象
的
に
あ
る
い
は
自
然
的
に
認
識
さ
れ
て
き
た
「
人

間
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
、
「
体
を
伴
っ
た
人
間
」
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
指
す
の
か
と
い
う
新
し
い
定
義
が
必
要
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

(

門

U
〉

第
一
一
に
、
生
命
科
学
に
対
す
る
態
度
に
は
、
「
生
命
の
質
い
と
「
縛
襲
な
生
命
い
と
い
う
対
立
が
み
ら
れ
、
「
科
学
技
術
を
利
用
し

部
制
究
す
る
〈
傭
人
的
)
自
由
」
と
、
「
神
聖
な
生
命
の
尊
重
」
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
ら
の
技
術
の
耕
民
や
研
究
を
規
制
す
る
と
い
う

饗
講
と
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
多
様
な
個
人
的
自
由
と
生
命
の
尊
重
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
何
を
選
択
す
る

の
か
会
決
定
す
る
た
め
に
は
、
基
本
と
な
る
人
権
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
先
端
艇
療
技
術
に
お
け
る
生
命
に
関
す
る
規
範
を
明
確
に
定
め
る
の
は
難
し
い
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
生
命
倫
理
法
は
、



人
間
の
尊
震
の
原
践
に
恭
づ
き
な
が
ら
、
生
命
倫
理
の
関
わ
る
領
域
全
般
に
つ
い
て
包
括
的
に
定
め
た
法
律
と
い
う
意
味
で
新
し
い
も

の
で
あ
る
。
ま
た
問
法
に
療
し
て
憲
法
院
が
判
決
で
示
し
た
慾
法
上
の
竹
生
命
」
に
つ
い
て
の
規
範
、
及
び
、
そ
の
規
範
仁
対
し
て
生

命
倫
理
法
が
ど
の
よ
う
に
判
断
谷
れ
た
の
か
も
、
開
様
に
関
心
会
呼
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

生
命
倫
理
と
は
、
医
学
*
科
学
の
麗
歩
に
対
す
る
態
度
、
及
び
誰
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
決
定
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
の

品
焦
点
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
、

フ
ラ
ン
ス
の
生
命
倫
理
法
の
内
容
友
び
慾
法
院
判
決
を
、
上
述
の
よ
う
な
竹
生
命
倫
理
と
憲
法
」
と

い
う
観
点
か
ら
、
紹
介
、
検
討
し
た
い
。

フランスにおける主主命倫理法と買憲法(遂お)

{
1
)
r
o
w
n
o
泊
予
担
問
中
山
W

払
C
M
喧
寝
込
山
主
お
玄
一
言
問
伊
江
〈
O
E
h
E
m
M
u
o
n
宮
ι
c
n
o
G
m
E
C
言
担
問
し
・
0
お
匂
よ
い
口
一
c
z
-
Z
石
川
X・同YHHom小

(
2
)
何

h
O
F
ロ
O
S
1
仇
削
品
ι
ロ
ぬ
ゆ
い
じ
虫
色
迄
笈
耳
目
2
2
e
m
c
乱
。
ロ
2
P
M
J
丘
一
5
5
5
口
弘
幸
位
。
目
。
U
S
2
唱
さ
仏
N
M
Z
u
ι
己
円
。
吋
M
M
m
v
ロ
自
E
F
骨
山
.
9
m
m
m
m
g
m
s

H
H
H
念
汚
氏
。
恥
w
g
H
υ
吋
忠
弘
氏
問
。
ロ
a
g
念
担
問
ロ
O
ω
け
い
の
目
U
「
雪
印
S
…
し
・
0
幻
匂
い
ゆ
」
吉
一
-
a
g
ゆ
品
目
y
戸
。
∞
0
・

(
3
)
V
2
p
o
s
泊
予
印
九
時
即
応
£
一
号
い

g
一
ぎ
円
由
2
3
S
Z
〈
O
m
W
C
だ
空
宮
自
@
口
付
念
品
。
芯
φ

初
出
。
自
5
m
け
芝
翠
節
三
ロ
け
M
M
G
C
吋
同
日
ロ
}
治
喜
多
耳
打
}
括
払
密
w
m
s
ι
。
詰
自
問
。

《
附
命
}
9
m
密
混
血
?
の
件
目
。
任
問
M
m
z
w
け

E
一
号
《
r
M
A
山
』
主
活
殺
何
日
也
叶
∞
向
4
5
a
d
o
p
}ぷ
H
w
h
j
o
口
出
m
M
2
A
c
p
h
M
G
M
内
『
Z
Y
耳
切
伶
汁
重
量
m
r
2
け
診
し
h
y
m
e吋
-
N
Y
5
2
3
?
ア
唱
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双山閉山
w

・

4 

と
な閉
つ'1'-

t::. で
ま

そ

z t 
Z耳

九年
九 1:
ノ、 宝さ

ま義
克領
下t:E
旬望号
』こ君主
、回
沼会
本』こ

移後
半度 中

ZZ 
iまそ

持ニ の

言語是
の非
有 を
無め
に く・
造、っ

かで
わ綴
ら 蓄量
ずさ
移れ
転車 て
をき
実丈:
意義 が
す

金五
針さ
布 j、
決竿

ぞ量
級事を
た解
f、胃宜

議と
議主 主需
を に
呼廃
ん案

で
い
る
。

(
5
)
一
般
的
に
は
人
工
生
織
は
「
医
学
的
介
助
を
受
け
た
生
殖
」
ト
総
司
0
2
設
け
M
G
ロ
E
史
認
払
2
g
E
m
m
設
け
か
ぬ
a
Z
A〉

Lι
呼
ば
れ
る
が
、
法
制
定
漁
経
で
元
老

院
明
、
阪
学
的
僻
開
高
槻
に
重
点
を
お
く
た
め
に
H
h
e
m
m
g
S
3
窓
想
定
一
言
宏
九
V
V
M
U
3
2
言
説
。
ロ
に
変
え
ら
れ
た
。
Z
M
内
広
一
。
日
向
司
F
n
g
u
m
-
?
鈴
唱
「
O
同
勇
三
0
2
ι
富
山
F
Z
E

M--宮山ω@神仏コピけωの3H1一宅OM1命日明rF由。ロハ九時MM14mω仲山内山崎ML申由印wMUeJ吋

M・

〈

6
)
臼

c
c
m
g
ι
F
Z
の
け
w
O
口
宏
司
仰
向
W
A
U
色
遣
司
令
戸
寸
E
Z
自
己
仲
司
令
}
m
w
話
。
伊
}
J
E
ず
の
牛
d
e
M
M
M
2
0
位
。
の

w・
2
自
Z
M
万
票
F
E
L
S
F
M
M
-
U
-
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{
7
}
X
O配一
Z
P
3
0弓
仰
ぐ
命
。
一
如
の
O口え
u
o
g応
。
ロ
品
。
∞
2
3
0
的刊号
]264M円岱甘日
ucス
同
ν
g
g昌
司
ヌ

F3恥
浮
き
句
〉
CM
町吋
O
U
C常
事
内
山
ω

一泌氏。一
CDO
掛け
F
5
2
g
o
e

宮山内

t
s
z
b
E
同窓口
r
L
Z
m
F
F岱
品
o
n
C
E
Sけ
泌
氏
。
宮
中
お
出
A222い市
WSLv・
同
協
臼
]

(
8〉

m
w
c
c
m
U
E
g
a
M
3
3
号
勺
3
2
2陸
相
amV吋
戸
、
H
イ
凶
器

8
2
5
-
O
M
M・2
f甘
〕
{
〕
中

(
9〉
〉
翠
o
m
s
z
g
宏
〈
以
的
c
m
z
p
と
g
h
w
M
h
a均
等
が
有
名
マ
あ
る
G

〈
開
山
)
沼
ん
い
え

?
3
0ダ
〉
5内

p
o
E
w船
主
ゆ
品
。
広
〈
5

・
a
e
O甘み
MFb-M
∞1
8
4

〈H
U
)

制
問
、
え
ば
、
ド
ナ
ー
に
よ
る
人
工
授
精
の
場
合
の
鱗
泌
否
認
の
訴
訟
と
し
て
、
↓
c
-
Z
F
S
Y
5
5
J吋

P
↓
の
阿
烈
5
F
Z
h
o
z
m宵
冨
銭
。

(
日
①
フ
ラ
ン
ス
プ
九
四
六
年
第
四
共
和
制
憲
法
線
文
「
子
供
と
同
時
制
械
の
健
康
の
保
護
茂
、
②
イ
夕
刊
ノ
ア
憲
法
(
一
九
偲
七
年
〉
第
二
条
「
不
可
制
慌
の
人
協
鴨
川
第
一
一
一

一
条
「
削
期
は
、
珍
性
、
子
供
、
未
成
年
を
保
護
し
、
師
陣
地
親
に
必
裂
な
諸
税
廃
を
俊
滋
す
る
ヘ
③
ド
イ
ツ
基
本
法
(
一
九
隠
九
年
)
第
二
条
「
あ
ら
ゆ
る
人
は
、

生
命
い
い
対
す
る
権
利
と
身
体
の
完
全
性
に
対
す
る
機
利
刊
を
有
す
る
」
、
@
ポ
ル
ト
ガ
ル
憲
絞
二
九
七
閉
山
年
)
第
二
四
条
「
生
命
に
対
す
る
権
利
。
人
織
の
生
命

は
不
可
侵
で
あ
る
c

ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
死
刑
は
禁
止
き
れ
る
J
③
ギ
リ
シ
ャ
憲
後
(
一
九
七
五
年
)
第
二
条
l
一
「
人
間
の
繍
僚
の
保
殺
の
等
重
は
図
家

mw
義
務
で
あ
る
」
。
第
五
条
1

…
「
会
て
の
人
は
、
抽
出
の
人
の
権
利
、
公
序
良
俗
及
び
懇
法
を
後
盛
岡
し
な
い
線
句
、
自
由
に
そ
の
人
絡
を
発
展
き
せ
、
協
の
紅
会

的
経
済
的
的
政
治
的
活
動
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
」
、
③
ス
ペ
イ
ン
慾
淡
(
一
九
七
八
年
〉
第
一

O
粂
t

一
「
入
閣
の
尊
厳
、
譲
渡
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
可

侵
の
機
利
、
人
絡
の
潟
市
開
な
発
袋
、
法
律
の
繁
重
、
総
の
人
の
後
科
は
、
政
治
的
秩
序
及
び
社
会
柏
町
平
和
の
纂
本
で
あ
る
」
。
第
…
五
条
「
あ
ら
ゆ
る
入
は
、
生

命
に
対
す
る
機
科
、
身
体
抽
出
・
線
神
的
完
全
性
の
修
制
刊
を
有
寸
る
」
の
ス
イ
ス
慾
法
(
一
九
九
一
一
年
五
月
一
七
日
驚
淡
改
正
)
「
人
期
間
の
稼
厳
の
保
護
」
③
ベ
ル

ギ
!
憲
法
三
九
九
一
一
一
年
)
第
一
一
二
一
粂
「
人
間
の
尊
厳
に
適
合
す
る
生
寸
前
を
す
る
機
約
」
。

(
日
①
オ
!
ス
ト
リ
ア
憲
法
裁
判
所
判
決
(
一
九
む
四
年
一

O
月
…
一
白
)
、
合
憲
。
妊
娠
中
絶
法
施
行
士
九
七
五
年
一
月
一
日
〉
。
②
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
判
決

(
一
九
七
五
年
…
月
一
五
日
行
合
慾
。
妊
劇
職
中
絶
持
政
施
行
(
一
九
七
五
年
…
月
一
七
日
以
)
。
③
イ
タ
ワ
ア
憲
法
裁
判
所
判
決
(
一
九
七
五
年
二
月
一
八
日
)
、
援
飴

罪
は
違
憲
o

M

舵
緩
中
絶
持
拡
仲
施
行
{
一
九
七
八
年
五
月
一
一
一
一
お
〉
。
一
一
問
自
の
慾
淡
液
判
所
判
決
(
…
九
八
一
年
)
、
一
九
七
八
年
後
に
関
す
る
違
憲
審
査
で
は
妊
娠

ホ
総
の
禁
必
の
要
求
に
対
し
て
絞
否
。
@
ド
イ
ツ
懇
法
裁
判
所
判
決
〈
一
九
七
五
年
二
月
二
五
日
〉
は
中
絶
法
を
途
懇
。
⑤
ポ
ル
ト
ガ
ル
憲
法
裁
判
所
第
一
四
日
同

制
判
決
士
九
八
四
年
三
月
一
九

E
)
、
合
憲
。
策
法
裁
判
所
第
一
一
間
関
阿
国
判
決
三
九
八
五
年
五
月
一
一
九
日
)
、
合
憲
。
妊
娠
中
絶
法
総
行
(
一
九
八
四
年
三
③
ノ

ル
ウ
ェ

i
、
妊
緩
め
総
決
は
一
九
六
mm
年
に
施
行
。
品
殿
官
問
裁
判
所
判
決
三
九
八
一
一
一
年
五
口
月
一
七
日
)
は
妊
娠
中
絶
法
は
懲
法
の
…
般
原
燃
と
ヨ

i
ロ
ツ
パ
人
権

条
約
第
二
条
に
反
し
て
い
な
い
と
判
額
。
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フランスにi>ける生命倫理法と憲法{建:0)

(M)

時
服
石
宮
央
公
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
工
妊
娠
中
絶
の
療
法
学
的
別

大
学
法
学
会
後
誌
第
三
一
一
巻
第
…
琴
(
一
九
九
一
年
〉
参
照
。

(
日
)
建
右
中
良
公
子
二
生
命
に
対
す
る
臨
機
副
判
」
と
吋
人
工
綬
娠
中
絶
淡
」

1
1

蕊
????2
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
人
工
妊
娠
中
絶
法
に
泌
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
九

O

年
一
二
月
一
二
日
制
判
決
に
つ
い
て
i
い
訟
の
科
学
第
二
二
号
(
一
九
九
凶
年
〉
参
照
。

〈
日
山
〉
ゑ
命
倹
理
法
一
は
、
…
九
八
八
年
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
ヂ
タ
が
静
作
成
し
た
報
告
骨
骨
に
基
づ
い
て
一
九
八
九
年
に
法
案
が
作
成
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
九
一
年
に
ノ
エ
ル
・

ル
ノ
ア
ー
ル
夫
人
の
銀
銭
警
が
作
成
さ
れ
〈

z
r
-
z
r
g弓
w
Z耳
目
幼
時
。
=
ち
脅
か
宮
室
内
山
m
p
c
m
c
淳
氏
M
2
F
M
N
8司
0
3
2
勺
若
宮
言
語
草
忽
詰
噂
〉
d
以

内
吋

0
3早
々
。
a
e
S
3
3
M
g
h
X
F
M凶
器

rH05念
EWMehw
一易問
g

E呈
器
切
円
、
芦
品
虫
記
S
P
S
5
uロ
叫
門
出
μ
申
告
器
輸

MUS-
ノ
ヱ
ル
必
ル
ノ
ワ
ー
ル
氏
は
、
ジ
ュ
リ

ス
ト
誌
上
に
お
け
ゐ
、
北
村
一
郎
氏
、
中
人
材
教
窓
略
的
と
の
対
談
で
、
体
中
命
倫
湖
柑
法
の
制
定
の
背
媛
、
ま
た
自
ら
憲
法
院
の
構
成
長
と
し
て
関
与
し
た
生
命
倫
理
法

の
途
綴
審
資
に
つ
い
て
絞
っ
て
い
る
。
ジ
品
リ
ス
ト
、
第
一

O
九
二
闘
す
(
一
九
九
六
年
)
、
七
四

i
人
民
頁
。
て
そ
れ
ら
を
も
と
に
ベ
レ
ゴ
ボ
ワ
絞
滑
に
お
い
て

法
案
が
議
雌
附
さ
れ
た
。
法
案
は
、
一
九
九
一
…
年
に
恩
災
議
会
に
相
傑
出
さ
れ
、
一
九
九
一
一
年
二
月
二
五
日
の
最
初
の
読
会
で
採
択
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
九
三
年
一
一
…
月
の
綴
同
院
議
会
選
数
の
結
祭
、
政
権
が
保
守
中
滋
に
変
わ
っ
た
が
、
法
案
は
新
し
い
政
府
黙
の
も
と
で
も
級
統
し
て
審
議
さ
れ
た
G

一

九
九
附
附
年
」
将
司
九
日
ョ
生
命
倫
遂
に
関
す
る
一
二
つ
の
法
像
祭
は
一
冗
道
院
で
の
総
務
の
統
会
で
採
紛
仇
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
夜
院
で
の
湾
都
棋
の
読
会
で
も
法
文
が
合

意
に
途
せ
ず
、
術
隊
合
間
開
発
員
会
に
よ
る
綾
終
法
案
の
作
成
を
、
つ
け
た
縁
、
最
終
約
に
一
九
九
四
年
六
月
一
五
日
、
一
%
窓
際
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
経
過
は
、
憲

持
拡
上
怒
め
ら
れ
て
い
る
、
法
体
博
制
制
定
の
会
て
の
過
程
を
絞
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
法
案
に
剛
附
し
て
ご
祭
に
透
す
る
こ
と
が
国
間
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。
国
民
議
会
の
採
決
で
は
、
社
会
党
は
賛
成
、
共
産
党
は
棄
縁
、
多
数
派
で
あ
る
俊
市
寸
中
選
各
党
で
は
見
守
お

-
C
H
U吋
の
大
多
数
は
賛
成
し
た
。
し
か
し
、

多
数
派
の
な
か
い
い
も
、
法
案
の
各
条
項
に
関
し
て
強
僚
な
反
対
派
も
存
夜
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
法
案
採
淡
後
、
こ
の
法
案
の
途
審
思
饗
交
の
申
立
て
が
、
術
院

議
員
六
八
名
と
領
民
議
会
地
誠
一
長
の
双
方
か
ら
懇
法
院
に
付
託
さ
れ
た
。

(
門

U)
版
。
円
ロ
良
品
切
門
笠
宮
詰
Y
Q串
HMm叩け
v
G
5
ω
仲
{
ド
ヴ
司
忽
ゆ
り
円

Omg咽
ロ
。
お
い
世
田
-
b
仰
向

aUM
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考
察
i
一
九
七
五
年
人
工
妊
娠
中
級
法
と
身
体
の
潟
己
決
定
織
に
つ
い
て
i
」
東
京
都
立

生
命
翁
理
法
の
内
容
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生
命
倫
理
法
は
、
一
一
一
つ
の
法
律
に
よ
っ
て
生
命
倫
理
に
関
す
る
原
射
と
規
制
を
定
め
た
も
の
だ
が
、
内
容
は
、
民
治
、
公
金
謀
健
法
、

前
法
、
情
報
処
理
・
情
報
フ
ァ
イ
ル
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
政
ハ
に
関
連
条
項
を
挿
入
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
人
体
様
霊
法
は
、
民
法
典
の
私
権
の
章
に
「
人
体
の
藤
重
」
と
い
う
節
を
挿
入
し
、

て
の
個
人
が
人
体
を
尊
重
さ
れ
る

権
利
」
を
定
め
、
人
権
と
し
て
の
人
体
の
尊
重
の
原
則
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の
原
剛
山
に
基
づ
い
て
、
移
植
・
生
殖
法
で
は
、
公
共

保
健
按
典
に
、
臓
器
や
組
織
の
摘
出
と
移
緩
、
生
殖
医
療
と
出
生
前
診
断
な
ど
の
技
術
に
つ
い
て
の
要
件
と
競
制
を
定
め
る
条
項
を
挿

入
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
保
健
分
野
に
お
け
る
記
名
情
報
法
」
守
は
、
情
報
処
理
、
情
報
フ
ァ
イ
ル
及
び
自
由
に
関
す
る
一
九
七
八
年

一
月
六
日
法
律
に
挿
入
す
る
形
式
で
、
「
人
体
の
飴
伴
家
」
原
則
の
範
顎
内
で
、
億
人
の
医
療
情
報
を
研
究
に
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
特
別
規
定
を
定
め
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

「
人
体
尊
重
法
」
が
、
生
命
医
学
・
技
術
を
利
用
す
る
場
合
に
保
護
す
べ
き
人
権
を
定
め
、
そ
れ
を
も
と
に
移
緩
・
生
殖
詮
は
、
「
人

-64-

体
尊
重
一
法
」
で
保
護
さ
れ
る
人
権
を
侵
害
し
な
い

技
術
の
利
用
の
範
閤
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

)
人
体
壕
重
法

人
体
尊
重
法
は
、
民
法
政
ハ
の
中
に
ま
ず
諸
原
剰
を
定
め
、
さ
ら
に
、
遺
伝
子
検
査
、
及
び
監
学
的
介
助
に
よ
る
生
殖
の
場
合
の
親
子

関
係
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

)
 

E
 

(
 
人
体
尊
重
法
の
原
尉

@
「
人
間

MM
坊主
C
U
M
g
〉
の
優
越
性
ヘ
「
人
間
(
日
係
官
吋
m
O
2
5
y
d同
HH35)
の
尊
厳
」
、
「
生
命
の
始
ま
り
か
ら
の
人
間

2
・
か
け

g
E
5
3と
の
募
撃
の
保
護
」

第
一
に
、
民
法
典
第
一
煮
の
「
私
権
」
の
規
定
の
な
か
に
、
「
人
体
の
懇
意
一
に
つ
い
て
」
と
い
う
節
を
設
け
、
人
体
の
導
重
一
の
娘
拠

と
な
る
原
郡
と
し
て
、
「
人
間
の
優
越
性
」
、
「
人
間
の
尊
厳
」
、
「
使
命
の
始
ま
り
か
ら
の
人
間
の
尊
震
」
を
あ
げ
て
い
る
。



e
「
人
体
の
雄
都
議
」
、
「
人
体
の
不
可
侵
」
、
「
非
財
産
性
い

第
ニ
に
、
「
何
人
も
自
己
の
人
体
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
」
と
し
て
、
人
体
を
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
個
人
の
権
利
で
あ
る
こ

と
を
定
め
て
い
る
。
続
い
て
、
「
人
体
が
不
可
鍵
(
=
ロ
4
F
o
gヴ
昨
日
い
け
か
に
で
あ
る
こ
と
、
「
人
体
、
そ
の
構
成
要
素
及
び
そ
の
産
物
は
、

慰
産
権
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
い
こ
と
を
宣
言
し
、
倒
人
の
体
で
は
あ
る
が
、
本
人
に
よ
っ
て
も
売
買
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
こ
の
原
則
か
ら
、
人
体
実
験
の
無
償
原
則
、
代
理
母
出
産
契
約
の
無
効
、
ド
ナ
ー
に
つ
い
て
の
無

償
採
取
別
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
人
体
の
稼
撃
の
た
め
に
、
裁
判
官
は
、
人
体
に
対
す
る
不
法
な
侵
害
を
防
止
し
、
中
止
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
権
限
会
有
す

る
。
人
体
に
対
す
る
不
法
な
穣
窓
口
に
対
し
て
は
、
訴
訟
の
よ
う
な
事
後
的
な
欽
済
で
は
権
利
の
保
護
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
事

前
に
妨
止
し
、
中
止
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
限
が
裁
料
官
に
認
め
ら
れ
た
。

一部

告
人
の
種
の
完
全
性

2
・
5
g
m門
紅
色

の
禁
止

フランスにおける生命倫理法と綾法(建石}

第
三
に
、
人
の
種
の
完
全
散
を
髄
害
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
人
の
選
別
の
組
織
化
を
目
的
と
し
た
優
位
学
上
の
行
為
、
及
び
子
孫
の

設
変
を
目
的
と
し
た
遺
伝
形
繋
の
作
り
替
え
を
禁
止
し
て
い
る
。

e
「
公
共
の
秩
序
い

「
人
体
の
線
骨
盤
」
の
章
の
最
後
に
、
以
上
の
規
定
が
民
法
上
の
公
共
の
秩
序
で
あ
る
こ
と
が
付
記
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
私
的
自
治
と

い
う
民
法
の
原
則
に
対
し

以
上
の
原
総
は

の
秩
序
」
と
し
て
、
億
人
的
自
由
に
対
す
る
基
本
的
な
制
約
約
と
な
っ
た
。

}
 

2
 

s
i
 

ra号
、

遺
伝
子
検
査

遺
伝
子
検
交
と
議
桜
子
型
に
よ
る
人
の
特
定
に
つ
い
て
の
規
制
を
定
め
て
い
る
。
遺
伝
子
検
査
は
、

第

研
究
目

的
で
の
み
可
能
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
、
検
交
の
前
に
本
人
の
同
意
を
裟
件
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
遺
伝
子
裂
に
よ
る
人
の
特
定
は
、
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司
法
手
続
・
審
理
の
範
囲
、
及
び
医
学
・
研
究
録
的
で
の
み
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
口
氏
事
裁
判
、
及
び
罷
学
・
研
究
目
的
の
場

合
に
は
、
事
前
に
当
事
者
の
間
意
会
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
遺
伝
子
現
に
よ
る
人
の
特
定
の
鑑
定
は
、
す
べ
て
、
認
可
を
受
け

た
渚
N

以
外
に
は
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

長叫

罰
則

生
命
倫
理
法
の
規
定
に
逸
脱
し
た
場
合
の
罰
剥
を
以
下
の
よ
う
に
刑
法
典
に
新
設
し
た
。

第

に
、
人
の
特
性
に
つ
い
て
の
選
缶
子
検
変
又
は
遺
伝
子
型
に
よ
る
人
の
特
定
に
つ
い
て
の
規
定
に
違
反
し
た
罰
郎
〈
…
平
均
し
て

年
の
禁
鋪
及
び
一

O
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
〉
。

第
二
に
、
人
の
選
別
の
組
織
北
を
目
的
と
す
る
優
生
学
的
処
盤
の
実
施
に
つ
い
て
の
罰
賠
〈
緩
も
重
く
、
二

O
年
の
懲
役
)
。

第
三
に
、
人
体
の
保
護
に
つ
い
て
の
規
定
(

無
償
、
震
名
)
に
違
哀
し
た
場
合
の
制
約
則
(
擁
器
売
買
、
生
き
て
い
る
人
か
ら

-66-

臓
器
を
摘
出
し
た
場
合
が
緩
も
重
く
七
年
の
禁
鑓
及
び
七
O
万
フ
ラ
ン
の
罷
金
)
。

第
四
に
、
妊
の
様
護
規
定
の
罰
間
関
(
匪
の
売
買
、
商
業
目
的
、
研
究
・
実
験
目
的
で
粧
を
生
成
及
び
検
査
す
る
行
為
は
七
年
の
禁
鋼

及
び
七

O
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
可

第
査
に
、
規
定
に
反
す
る
出
生
前
診
断
、
着
床
議
診
断
、
生
殖
へ
の
僅
学
的
介
助
、
脹
移
植
の
実
施
に
つ
い
て
の
前
則
(
平
均
し
て

二
年
の
禁
鎮
と
一
一

O
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
)
。

罰
則
は
、
彊
生
学
的
処
置
の
実
施
が
最
も
重
く
(

。
年
の
懇
役
)
な
っ
て
お
り
、
人
の
選
胞
の
組
織
化
が
厳
格
に
禁
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
臓
器
売
買
、
生
体
か
ら
の
臓
器
摘
出
、
町
艇
の
保
護
違
反
〈
共
に
七
年
の
禁
鏑
及
び
七

O
万
フ
ラ
ン
の
制
約
金
)

が
続
き
、
人
体
が
保
護
さ
れ
て
い
る
。

(i吋

医
学
的
介
助
を
、
つ
け
た
生
殖
に
お
け
る
親
子
関
係



第

は
、
生
殖
介
助
出
畿
に
つ
い
て
の
親
子
関
係
の
規
定
を
、
畏
法
典
の
親
子
関
係
の
章
に
新
し
く
設
け
て
い
る
。

第
一
に
、
第
三
者
か
ら
配
偶
子
の
提
供
を
受
け
る
生
殖
介
助
の
場
合
、
精
子
や
卵
子
の
提
供
者
と
生
ま
れ
た
子
と
の
関
に
は
、
毅
子

関
係
は
生
じ
な
い
。

第
一
一
に
、
第
三
者
か
ら
恕
偶
子
や
妊
の
提
供
会
う
け
る
生
殖
介
助
を
受
け
る
カ
ッ
プ
ル
は
、
裁
判
官
ま
た
は
公
証
人
の
前
で
同
窓
を

表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
意
が
あ
れ
ば
、
陸
学
的
に
介
助
さ
れ
た
生
殖
に
よ
っ
て
産
ま
れ
た
子
に
対
し
て
、
血
の
つ
な
が
り
が

な
く
て
も
籍
出
関
係
を
否
認
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
。

以
上
の
規
定
は
、
生
殖
介
助
を
受
け
て
産
ま
れ
る
子
供
の
法
的
地
位
を
安
定
さ
せ
る
目
的
の
も
の
で
、
子
供
は
、
実
擦
に
出
産
に
烹
つ

た
カ
ッ
プ
ル
の
予
供
と
し
て
、
法
的
な
保
護
を
、
つ
け
る
。
こ
の
場
合
、
邸
内
え
、
第
三
者
の
範
の
提
供
を
受
け
た
場
合
に
も
、
民
法
上
は

養
子
で
は
な
く
実
子
と
し
て
嫡
出
関
係
が
確
立
す
る
。

67-

ま
た
、
生
殖
介
助
に
関
す
る
関
意
は
、
実
総
前
に
死
亡
、
離
婚
申
議
、
倒
的
語
、
間
居
生
活
の
終
わ
り
が
結
こ
れ
ば
失
効
し
、
実
施
前

フランスにおけるE主命倫理ままと憲法{建石)

で
あ
れ
ば
、
カ
ッ
プ
ル
の
う
ち
ど
ち
ら
で
も
い
つ
で
も
、
4

奇
麗
で
撤
削
を
出
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
的
に
婚
錯
し
て
い
な
い
カ
ツ

プ
ル
も
何
様
で
あ
る
。

〉
人
体
の
構
成
要
素
及
び
康
物
の
提
供
及
び
利
用
、
生
殖
へ
の
底
学
的
介
助
並
び
に
出
生
前
診
断
に
関
す
る
法
律
*

*
持
穆
拙
恨
・
生
潮
時
訟
は
、
五
年
後
に
克
直
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
際
学
技
術
の
発
震
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
議
論
の
多
か
っ
た
内
容
だ
け
に
、

妊
娠
中
絶
法
の
よ
う
に
臨
時
間
棋
立
法
と
し
て
成
立
し
た
と
も
い
え
る
。

」
の
法
律
は
、
人
体
尊
軍
法
の
原
則
に
感
づ
い
て
、

の
技
術
と
し
て
、
臓
器
移
植
、
人
体
の
総
織
・
細
胞
忍
び
姦
物
の
利
用
、

医
学
的
介
助
出
産
、
出
生
前
診
断
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

臓
器
移
植
に
関
す
る
規
定
は
、
従
来
施
行
さ
れ
て
い
た
腎
臓
移
植
に
関
す
る
一
九
隈
九
年
七
月
七
日
法
律
、
臓
器
の
摘
出
に
関
す
る
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九
七
六
年
一
二
月

{
銘
)

一
日
法
律
、
ま
れ
/
二
九
九

年

二
月
二
一
一
日
の
第
九
ア
ー
一
冊
。
六
法
律
第
一
一
一
一
条
の
精
子
の
提
供
に
関
寸

る
条
項
等
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
七
六
年
法
律
と
は
異
な
り
、
腎
臓
の
摘
出
・
移
植
に
関
す
る
規
定
も
こ
の
法

律
に
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
ら
の
法
律
と
内
容
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
公
共
保
健
法
の
中
に
一
般
的
原
則
を
定

め
、
さ
ら
に
、
人
体
の
組
織
、
紹
抱
及
び
産
物
の
利
用
に
関
し
て
は
強
立
し
た
規
定
を
設
け
て
い
る
。
生
殖
へ
の
医
学
的
介
助
並
び
に

出
生
前
診
断
に
関
し
て
は
初
め
て
の
法
的
な
規
制
で
あ
る
。

ω臓
器
移
植
及
び
人
体
の
組
織
、
細
胞
及
び
産
物
の
科
用
に
関
す
る

般
的
原
則

本
法
律
は
ま
ず
、
人
体
尊
重
法
の
原
則
別
に
基
づ
い
て
以
下
の
よ
う
な

般
的
な
原
則
射
を
定
め
て
い
る
。

mw承
一
諾

人
体
の
構
成
要
素
の
摘
出
及
び
人
体
の
産
物
の
採
取
は
、
提
供
者
の
事
前
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
河

-68 

意
は
、
い
つ
で
も
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

金
無
償

臓
器
の
商
業
化
を
防
ぐ
た
め
に
、
複
数
の
条
文
が
、
提
供
考
や
仲
介
者
へ
の
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

人
体
の
構
成
要
素
の
摘
出
又
は
人
体
の
産
物
の
採
取
に
惇
意
し
た
人
に
対
し
て
、
い
か
な
る
形
で
あ
れ
支
払
い
令
行
な
っ
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
、
必
婆
な
場
合
に
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
に
定
め
る
方
法
に
殺
っ
て
、
経
費
の
償
還
は
行
な
う
こ

と
が
で
き
る
。
商
業
北
を
防
ぐ
た
め
に
、
特
定
の
人
や
機
関
、
組
離
の
た
め
の
人
体
の
構
成
要
素
ま
た
は
建
物
の
聾
供
の
た
め
の
広
告

は
禁
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
厚
生
大
臣
の
責
任
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
広
報
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
臓
器
の
摘
出
、
臓
器
の
移
績
を
実
施
サ
る
医
締
は
、
そ
の
活
動
を
名
目
と
し
て
報
醗
を
受
け
と
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
。

@
雷
名



臓
器
の
提
供
や
人
体
の
産
物
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
提
供
者
は
受
領
務
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
受
領
者
も
後
供
者

が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
維
が
提
供
者
で
誰
が
受
領
者
か
令
問
時
に
特
定
で
き
る
よ
う
な
情
報
を
漏
洩
寸
る

こ
ど
も
禁
止
さ
れ
る
。
た
だ
例
外
と
し
て
、
治
療
上
の
必
要
が
あ
る
と
き
に
限
っ
て
、
震
名
原
射
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

臓
器
や
人
体
の
産
物
の
提
供
や
受
領
に
関
す
る
壁
名
の
原
則
は
、
援
供
の
無
償
原
則
制
を
補
強
す
る
効
果
を
持
つ
が
、
そ
の
他
に
も
、

護
供
者
・
受
領
者
間
の
直
接
の
紛
争
を
避
け
る
こ
冒
と
で
提
供
を
容
易
に
す
る
目
的
や
、
提
供
者
・
受
領
者
の
双
方
の
プ
ラ
イ
ヴ

7
ン
!

の
保
護
、
受
領
者
の
心
理
的
な
負
担
の
軽
減
な
ど
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
匪
名
原
則
に
よ
っ
て
、
血
液
の
場
合
の
よ
う
に
、

〈
問
問
)

人
体
の
緩
物
を
涯
薬
品
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

小
宮
衛
生
安
全

臓
器
や
人
体
の
産
物
を
人
聞
に
対
す
る
治
療
と
し
て
使
慰
す
る
こ
と
は
、
倫
理
的
な
扇
だ
け
で
な
く
、
医
学
的
に
も
危
険
を
伴
、
つ
行

-69-

為
明
、
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
用
の
認
可
や
基
地
中
の
作
成
は
、
公
権
力
の
責
任
の
下
で
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

フランスにおける使命倫聖堂法と，管法{建石)

ご
、
a
o

手
匂
しそ

の
た
め
に
、
法
律
は
、
治
療
の
た
め
の
人
体
の
構
成
要
素
の
摘
出
及
び
人
体
の
産
物
の
採
取
は
コ
ン
七
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
緩
た

デ
ク
レ
で
定
め
る
衛
生
安
全
規
則
射
に
従
う
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
規
則
的
は
、
と
り
わ
け
、
伝
染
病
の
検
診
に
演
す
る
生
体
組
織
検
査
司
令
含

(
鈎
)

む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
出
向
〈
感
染
の
問
題
以
降
、
よ
り
厳
密
に
な
っ
て
い
る
。

@
公
的
機
関
に
よ
る
管
理

議
器
ヤ
人
体
の
厳
物
に
つ
い
て
は
、
生
命
倫
理
法
の
制
定
に
よ
り
、
医
締
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
従
来
の
機
関
に
代
わ
っ
て
公
的
な

機
関
が
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。

具
体
的
に
は
、

一
九
九
四
年

長
…
八
日
法
律
の
「
フ
ラ
ン
ス
移
様
機
関
川
ヘ
型
与

E
g
g
s仲
町
吋
き
れ
ぬ
い
師
昔
前
警
部
内
同
時
的
」
を
設
讃
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す
る
条
項
(

九
九
限
付
十
一
月
一
八
日
保
健
医
療
に
関
す
る
法
律
第
五
六
条
)
が
、
本
法
律
の
臓
器
・
綴
織
の
療
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。

こ
の
機
関
は
、
習
の
公
約
機
関
と
し
て
、
厚
生
省
の
管
轄
の
も
と
で
、
臓
器
移
栂
の
待
機
患
者
リ
ス
ト
を
作
成
・
管
理
し
、
臓
器
配
分

ゃ
、
組
織
の
利
用
の
規
則
合
定
め
る
と
共
に
、
実
施
施
設
の
許
可
、
陵
査
に
つ
い
て
意
見
を
出
す
投
割
を
損
っ
て
い
る
。

ω臓
器
の
利
用

本
法
律
は
、

一
九
七
六
年
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
内
容
を
大
き
く
変
吏
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
人
体
の
構
成
繋
素
及
び
産
物
の

利
用
を
拡
大
し
つ
つ
器
供
者
の
保
護
と
の
調
整
も
行
な
っ
た
結
果
、

九
七
六
年
法
律
に
比
べ
て
、
よ
り
京
い
範
踏
の
人
体
の
構
成
要

素
及
、
び
産
物
の
利
用
が
合
法
化
さ
れ
、
問
時
に
提
供
者
の
保
護
も
摩
く
な
っ
て
い
る
。

川
間
生
き
て
い
る
人
か
ら
の
臓
器
の
摘
出

生
き
て
い
る
人
か
ら
の
臓
器
の
提
供
に
つ
い
て
は
、

一
九
七
六
年
法
律
に
比
べ
て
保
護
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
商
業
主
義
を

-70-

排
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
、
提
供
者
の
範
鴎
は
、
家
絞
(
毅
子
、
兄
弟
姉
妹
〉
に
限
定
さ
れ
た
。
し
か
し
鰐
外
と
し
て
、
緊
急
の
場

合
に
限
り
、
龍
偶
者
か
ら
の
摘
出
が
新
し
く
認
め
ら
れ
た
。

摘
出
の
目
的
も
、
受
領
者
の
直
接
の
治
療
上
の
利
益
の
た
め
の
み
に
限
定
さ
れ
、
意
思
決
定
能
力
に
も
留
意
し
て
お
り
、
社
会
的
弱

者
が
意
に
反
す
る
競
器
の
提
供
を
持
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
裁
判
所
や
専
門
委
員
会
に
よ
る
確
認
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

φ
治
療
目
的
に
限
定

生
き
て
い
る
人
か
ら
の
識
器
の
摘
出
は
、
受
領
者
の
藍
援
の
治
療
上
の
利
益
持
続
的
に
線
定
さ
れ
た
。

②
提
供
は
家
族
の
簡
の
み

管
財
閥
を
除
き
、
生
き
て
い
る
人
か
ら
の
臓
器
提
供
は
、
受
領
者
の
親
子
兄
弟
姉
妹
に
限
定
さ
れ
、
緊
急
の
場
合
の
み
配
偶
者
の
提
供

が
認
め
ら
れ
る
。

九
七
六
年
法
律
が
、
未
成
年
者
か
ら
の
提
供
に
限
っ
て
家
族
に
限
定
し
て
い
た
の
に
比
べ
、
原
則
則
と
し
て
、
臓
器



の
提
供
は
家
族
問
に
限
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
生
体
か
ら
の
腎
臓
や
肝
臓
の
一
部
の
提
供
も
、
家
族
問
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

窃
未
成
年
者
、
法
的
要
保
護
者
の
保
護
の
強
化

臓
器
の
提
供
は

て
い
る
未
成
年
務
(
骨
髄
を
除
く
て
又
は
法
的
姿
保
護
者
か
ら
は
行
な
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
。

例
外
と
し
て
、
骨
髄
に
限
り
、
未
成
年
者
は
兄
弟
姉
妹
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
親
権
者
の
京
方
又
は
法

定
代
理
人
の
承
認
が
あ
る
場
合
に
醸
ら
れ
、
こ
の
承
諾
は
、
大
審
裁
判
所
の
裁
判
宮
の
前
で
表
間
関
さ
れ
、
緊
急
の
場
合
に
は
検
察
官
が

承
諾
を
確
認
す
る
。

未
成
年
者
自
ら
が
意
思
を
表
明
す
る
能
力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
未
成
年
者
が
、
摘
出
に
つ
き
告
知
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
専
門
委
員
会
が
、
摘
出
を
行
な
う
許
可
を
与
え
る
。

小
型
明
自
な
承
諾

71 

承
諾
に
つ
い
て
も
、
本
法
律
は
、
碑
認
方
法
を
強
化
し
て
い
る
。

フランスiこおける生命倫遼法と憲法(建石}

生
き
て
い
る
成
人
が
提
供
者
の
場
合
、
「
自
ら
の
陥
る
詑
険
及
び
議
出
に
よ
っ
て
起
こ
り
得
る
結
果
に
付
き
事
前
に
ル
告
知
さ
れ
」
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
提
供
者
の
承
諾
は
、
大
移
裁
判
所
の
裁
判
長
又
は
裁
判
長
が
指
名
す
る
司
法
官
の
前
で
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
定
め
ら
れ

九
七
六
年
法
律
が
再
生
不
能
の
綴
器
に
限
っ
て
一
一
同
法
宮
の
前
で
承
諾
を
表
明
す
る
と
い
う
定
め
て
い
た
の
に
比
べ
、

臓
器
摘
出
の
要
件
と
し
て
承
諾
に
重
要
性
が
お
か
れ
て
い
る
。
緊
急
の
場
合
は
検
察
官
が
承
諾
を
確
認
す
る
。
こ
の
承
諾
は
、
い
つ
で

も
取
携
す
こ
と
が
で
き
る
。
未
成
年
者
の
承
諾
に
つ
い
て
は
上
述
告
。

制
死
者
か
ら
の
臓
器
の
摘
出

死
者
か
ら
の
臓
器
嫡
出
は
、
生
き
て
い
る
人
か
ら
の
摘
出
と
は
異
な
り
、
死
殺
の
法
的
地
伎
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
死
者
も
ま
た
死

後
の
人
間
と
し
て
尊
愛
さ
れ
、
さ
ら
に
生
存
中
の
意
思
も
噂
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
生
存
中
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
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と
は
罰
難
な
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
蝿
器
の
提
供
と
い
う
医
学
上
の
婆
請
に
も
応
え
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。

本
法
律
は
、
死
者
の
尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
、

一
九
七
六
年
法
律
が
「
死
体

U
S含
ミ
と
と
記
し
て
い
る
の
に
比
べ
「
死
亡
し
た

人
関
口
三
宮

2
8
5
窓
口
恥
伝
え
と
い
う
表
現
を
思
い
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、

一
九
七
六
年
法
律
が
、
基
本
的
に

「
摘
出
は
治
療
の
た
め
に
ま
た
は
科
学
の
た
め
に
、
生
存
中
に
摘
出
掠
否
を
知
ら
せ
て
い
な
か
っ
た
者
の
死
体
に
関
し
て
行
な
う
こ
と

(
引
品
)

が
で
き
る
〕
と
し
て
、
「
生
前
の
本
人
の
明
示
の
承
諾
も
、
ま
た
遺
族
の
承
諾
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
」
、
し
た
が
っ
て
、
生
前
に
明

示
の
拒
否
が
な
い
場
合
に
は
基
本
的
に
臓
器
の
摘
出
に
承
諾
す
る
と
み
な
怒
れ
た
の
に
比
し
て
、
生
前
の
本
人
の
拒
否
の
意
思
を
笠
銭

す
る
機
関
を
設
け
、
ま
た
、
遺
族
の
証
言
を
で
き
る
だ
け
収
集
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

mw治
療
及
び
科
学
目
的

死
者
か
ら
の
臓
器
摘
出
は
、
本
法
律
で
は
一
ニ
つ
の
場
合
に
認
め
て
い
る
。
ま
ず
一
九
七
六
年
法
律
と
向
様
、
治
療
〈
す
な
わ
ち
臓
器
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移
摘
の
た
め
の
提
供
〉
及
、
ひ
科
学
目
的
の
場
合
、
さ
ら
に
、
死
問
の
誠
査
の
た
め
の
摘
出
で
あ
る
。

窃
死
の
決
定

〈
相
以
)

臓
器
の
移
植
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
よ
り
平
く
移
慣
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
死
の
決
定
の
時
期
が
明

自
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
法
律
は
、
死
の
決
定
を
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
に
よ
る
姿
件
に
従
っ
て
死
亡
証
明
書
が
作
成
さ
れ
た
後
、
と

し
て
、
死
の
判
定
の
基
準
の
決
定
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
委
ね
た
。

ま
た
、
死
の
決
定
に
疑
義
が
入
ら
ぬ
よ
う
に
、
死
亡
証
明
書
を
作
成
す
る
霞
蹄
と
摘
出
又
は
移
植
を
行
な
う
龍
師
と
は
、
加
の
機
能

上
の
単
位
又
は
別
の
部
局
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

窃
承
諾



死
者
か
ら
の
臓
器
の
摘
出
の
承
諾
は
、
生
存
中
に
照
明
白
に
態
患
が
確
認
さ
れ
て
い
る
場
合
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
場
合

に
は
、
本
法
律
は
、
推
定
同
意
、
ま
た
は
生
存
中
の
関
自
な
同
意
か
家
擦
の

ぃ、っ

つ
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。

ま
ず
、
治
療
及
び
科
学
自
的
の
摘
出
に
つ
い
て
は
、
死
者
が
生
存
中
に
明
確
に
拒
否
し
て
い
な
い
場
合
、
臓
器
の
鱗
出
が
可
能
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
臓
器
の
摘
出
の
拒
百
の
意
思
は
、
国
の
殻
録
簿
に
表
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
死
者
の
意
思
が
明
確
で
な
い
場

合
、
医
締
は
家
族
の
証
言
を
内
紙
袋
す
る
。

死
闘
の
誠
査
N
以
外
の
科
学
問
続
的
の
摘
出
は
、
死
亡
し
た
者
の
承
諾
が
夜
接
表
明
さ
れ
た
場
合
ま
た
は
家
族
の

い
て
の

み
行
な
わ
れ
る
(
死
者
が
未
成
年
の
場
合
に
は
、
親
権
者
の

方
が
本
諾
を
表
明
す
る
〉
。

小
宮
未
成
年
者
の
保
護

死
者
が
未
成
年
者
又
は
法
的
要
保
護
者
の
場
合
、
提
供
の
た
め
の
議
出
は
、
親
権
者
の
双
方
又
は
法
的
代
理
人
が
審
閣
で
明
確
に
承
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諾
し
て
い
る
場
合
に
行
な
わ
れ
る
。

ブランスにおける依命総連法と憲法(建::0)

死
因
の
調
交
関
前
以
外
の
科
学
目
的
の
場
合
の
未
成
年
に
対
す
る
臓
器
の
議
出
は
、
親
権
者
の
い
ず
れ
か
の
承
諾
が
必
要
と
な
る
。

ω人
体
の
組
織
、
細
泊
施
及
び
産
物
の
利
用

移
槌
・
生
殖
法
は
、
人
体
の
組
織
、
細
臨
及
び
点
検
物
の
利
用
に
つ
い
て
の
法
的
要
件
を
初
め

て
い
る
。
成
勝
、
始
盤
、
脅
然
寸

は
、
既
に
医
障
や
科
学
者
に
よ
っ
て
、
法
律
の
規
制
の
な
い
ま
ま
に
利
用
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
本
法
は
議
器
と
同
様
に
、
議

出
、
採
取
、
保
存
、
科
用
に
つ
い
て
の
婆
件
を
定
め
た
。

凶
涯
学
的
措
櫨
の
際
に
摘
出
さ
れ
た
入
の
組
議
、
細
胞
及
び
援
物
、
並
び
に
胎
盤

こ
の
競
走
は
、
手
術
あ
る
い
は
出
産
に
よ
っ
て
摘
出
さ
れ
た
、
人
の
組
織
の
利
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
将
来
の
利
用
の
た
め
に

保
存
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
一
般
原
期
〈
特
定
の
入
や
機
関
の
た
め
の
ム
広
告
禁
止
、
無
償
、
壁
名
、
衛
生
安
全
〉
に
も
と
づ
く
。
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こ
の
農
業
廷
は
、
手
術
そ
の
他
に
よ
り
、
偶
然
的
に
摘
出
怒
れ
た
人
の
組
識
に
つ
い
て
、
倒
的
を
限
定
せ
ず
(
治
療
設
び
科
学
目
的
で

な
く
)
つ
ま
り
商
業
的
な
朝
煎
も
可
能
と
し
て
い
る
。
ま
た
臓
器
の
利
用
よ
り
も
簡
便
な
要
件
で
合
法
化
し
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
利
用
に
つ
い
て
、
提
供
者
の
事
前
の
承
諾
は
必
要
と
祭
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
手
術
等
を
受
け
た
本
来
の
所
有
者

の
知
ら
な
い
状
態
で
、
人
の
組
織
、
総
姐
友
ぴ
産
物
、
胎
盤
等
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

掛
治
療
及
び
科
学
上
の
目
的
に
よ
る
組
織
、
制
調
臆
及
び
産
物
の
檎
出

①
生
き
て
い
る
人
か
ら
の
組
織
、
鋸
陥
踏
の
摘
出
及
び
産
物
の
採
取
は
、
治
療
及
び
科
学
目
的
の
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
生

き
て
い
る
未
成
年
、
又
は
法
的
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
成
人
か
ら
の
摘
出
、
採
取
は
禁
じ
ら
れ
る
。

φ
死
者
の
組
織
、
細
股
及
び
産
物
の
採
取
も
認
め
ら
れ
る
が
、
治
療
及
び
科
学
目
的
に
限
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
前
述
の
死
者
か
ら
の
臓

器
の
摘
出
に
関
す
る
規
定
が
適
潟
さ
れ
る
。
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紛
一
行
政
機
関
に
よ
る
保
護

人
の
組
織
、
級
建
及
び
産
物
の
摘
出
、
採
取
、
加
工
、
保
存
、
配
分
、
譲
護
、
移
描
等
は
、
行
政
機
関
の
許
可
を
受
け
た
保
健
施
設

等
で
仔
な
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
設
供
の
た
め
の
橋
出
に
携
わ
っ
た
医
師
は
、
そ
の
活
動
を
名
目
と
し
て
報
醗
を
受
け

る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
。

移
植
、
免
疫
療
法
、
体
細
縁
治
療
法
又
は
体
細
慰
の
遺
伝
子
治
療
法
の
実
行
の
た
め
に
用
意
さ
れ
る
細
愚
政
物
の
摘
出
、
処
理
、
加

工
、
操
作
及
び
翠
分
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
の
定
め
る
要
件
に
従
っ
て
、
第
一

般
原
則
州
〉
の
規
定
に
よ

り
規
制
さ
れ
る
。
こ
の
錨
胞
産
物
が
薬
剤
の
場
合
は
、
公
共
保
健
法
第
五
編
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
薬
剤
で
な
い
と
き
は
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
た
要
件
を
見
た
し
、
か
つ
管
轄
の
行
政
機
関
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
施
設
ま
た
は
面
体
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。



ハ
間
人
工
生
殖
〈
生
殖
に
関
す
る
滋
学
的
介
助
〉

最
近
ニ
十
年
間
の
生
命
科
学
の
進
歩
に
よ
り
、
人
工
生
殖
の
分
野
も
多
様
な
技
術
が
利
用
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
工
生

殖
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
法
的
・
道
議
的
な
意
味
で
の
限
界
が
議
論
と
な
っ
て
き
た
ο

特
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
の
体
外
受
精
鬼

の
誕
生
し
た
一
九
八
二
年
以
来
、
人
工
生
殖
に
お
け
る
軽
及
び
胎
完
の
法
的
地
位
の
確
定
が
婆
請
さ
れ
て
き
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、

本
法
律
は
、
従
来
不
明
確
で
あ
っ
た
人
工
生
殖
し
ふ
出
生
前
一
診
断
に
関
寸
る
初
め
て
の
笑
定
法
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

本
法
律
は
、
原
劉
と
し
て
、
不
妊
治
療
と
し
て
の
人
工
授
精
、
体
外
生
殖
、
経
の
第
三
者
へ
の
議
枝
、
脹
の
凍
結
保
主
芸
、
無
償
、

匿
名
、
当
該
カ
ッ
プ
ル
の
時
意
と
い
う
条
件
の
下
で
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
工
生
殖
は
法
的
な
毅
子
関
係
と
矛
盾
し
な
い
範
顕
に

組
限
定
さ
れ
、
保
存
距
の
第
三
者
へ
の
議
漉
に
は
、
当
事
者
の
肉
慾
だ
け
で
な
く
、
裁
判
官
の
務
査
と
許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
。

町
総
は
、
法
的
保
護
を
受
け
る
が
、
し
か
し
、
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定
の
婆
件
の
も
と
で
町
胞
に
対
す
る
研
究
は
認
め
ら
れ
、
こ
の
点
で
は
、
生
命
涯
学
の

範
聞
は
不
妊
治
療
以
外
に
も
拡
大
さ
れ
た
。

フランスにおける生命倫理霊法と祭法(建沼)

ま
た
、
出
生
前
診
断
が
合
法
化
祭
れ
た
こ
と
か
ら
、
臨
の
保
存
の
終
了
の
叔
脱
走
と
共
に
、

の
粧
が
法
的
な
保
護
を
う
け
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

G
生
娘
に
関
す
る
語
学
的
介
助
の
定
義
と
目
的

生
猶
に
関
す
る
医
学
的
介
助
と
は
、
本
法
律
に
よ
れ
ば
、
体
外
受
精
、
げ
訟
の
移
植
、
人
工
授
精
を
可
能
と
み
守
る
臨
床
的
、
生
物
学
的

な
行
為
、
及
び
自
然
的
プ
ロ
セ
ス
の
生
殖
以
外
の
全
て
の
技
術
を
窓
味
す
る
幅
広
い
概
念
で
あ
る
。

こ
の
法
律
で
は
、
生
磁
に
附
慨
す
る
範
学
的
介
助
の
目
的
は
、
ま
ず
、

一
級
の
男
女
の
殺
に
な
る
要
求
に
応
え
る
た
め
、

つ
ま
り
、
経

学
的
に
診
断
さ
れ
て
い
る
不
妊
症
治
療
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
ο

第
二
に
、
医
学
的
介
助
は
、
子
供
を
、
特
に
重
い
疾
病
の
訟
染
か
ら
免
れ
さ
せ
る
日
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
。
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①
医
学
的
介
助
出
産
を
利
用
す
る
資
格

以
上
の
目
的
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
医
学
的
介
助
を
、
つ
け
る
資
格
は
、
以
下
の
割
問
、
挙
に
限
定
さ
れ
る
。
男
女
の
カ
ッ
プ
ル
、
生
き
て

い
る
こ
と
、
生
殖
年
齢
に
あ
る
こ
と
、
婚
姻
し
て
い
る
か
少
な
く
と
も
一
一
年
以
上
の
共
同
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
。

こ
の
資
格
要
件
か
ら
、
向
性
愛
の
カ
ッ
プ
ル
、
独
身
者
、
カ
ッ
プ
ル
の
努
牲
が
死
亡
し
た
後
の
女
性
、

二
足
-
年
齢
以
上
の
女
性
等
が

排
除
さ
れ
、
法
的
な
家
族
と
自
然
な
出
産
と
い
う
概
念
を
保
護
す
る
結
楽
と
な
っ
て
い
る
。

①
艇
偶
子
の
提
供

法
律
は
、
配
偶
子
の
提
供
に
つ
い
て
初
め
て
現
白
に
定
め
、
精
子
、
卵
母
細
臨
現
方
に
関
し
て
、
第
三
者
へ
の
提
供
の
袈
件
を
定
め

て
い
る
。

配
偶
子
の
提
供
は
、
民
法
に
挿
入
さ
れ
た
人
体
尊
重
法
の
一
般
原
則
(
不
可
侵
性
、
承
諾
、
無
償
、
際
…
名
、
第
三
者
の
た
め
の
妊
娠
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禁
止
)
に
も
と
づ
き
、
さ
ら
に
公
共
保
健
法
に
挿
入
さ
れ
た
移
植
・
生
殖
法
の
原
刻
(
承
諾
、
匿
名
、
無
償
、
衛
生
安
全
、
行
政
管
理
〉

に
誕
っ
て
行
な
わ
れ
る

援
供
に
は
、
提
供
者
の
事
前
の
承
諾
が
必
要
で
、
こ
の
承
諾
は
番
商
に
よ
り
ま
た
提
供
者
の
配
偶
者
の
象
諾
も
必
要
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
受
領
者
で
あ
る
カ
ッ
プ
ル
も
問
縁
に
書
面
に
よ
る
事
前
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
は
、
親
子
関
係
の
確
設
の
た
め

類
と
な
る
。

識
供
者
は
匿
名
で
あ
り
、
受
領
者
に
よ
っ
て
提
供
者
の
指
定
は
禁
じ
ら
れ
る
。

mw一
体
外
受
精
と
複
数
の
膝
の
貯
蔵

体
外
受
精
の
場
合
、
配
偶
子
の
一
つ
は
一
組
の
男
女
の
う
ち
少
な
く
と
も

人
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
年
間
の
期
間
内

で
親
と
な
る
要
求
を
実
現
す
る
た
め
に
、
貯
蔵
が
必
要
と
な
る
多
数
の
卵
細
聴
を
受
精
さ
せ
る
に
は
番
商
で
の
隣
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。



命
粧
の
第
三
者
へ
の
提
供

例
外
と
し
て
、

一
組
の
男
女
は
、
第
三
者
に
対
し
て
、
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
匹
の
提
供
を
審
躍
で
承
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

一
組
の
男
女
の
う
ち

人
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
は
、
残
り
の
人
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
粧
を
第
三
者
に
提
供
す
る
か
否
か
会
開
わ
れ

る
。
こ
の
提
供
は
、

一
一
組
の
男
女
間
に
対
す
る
生
殖
へ
の
医
学
的
な
介
助
が
成
功
し
な
い
場
合
の
最
終
的
な
適
誌
と
し
て
の
み
行
な
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
も
匿
名
の
原
則
に
従
う
。

際
の
受
け
入
れ
は
、
一
山
内
法
機
関
の
決
定
に
従
い
、
受
精
の
開
始
以
前
に
受
け
入
れ
る
二
組
の
男
交
の
書
面
に
よ
る
承
諾
会
得
る
。
ま

た
、
裁
判
官
は
、
受
け
入
れ
る

組
の
男
女
が
法
律
に
定
め
る
要
件
を
充
た
寸
否
か
、
ま
た
、
当
該
男
女
の
子
供
に
対
す
る
受
入
条
件

を
評
価
す
る
た
め
の
調
資
を
行
う
。

@
粧
の
保
護

77-

法
律
は
、
受
殖
へ
の
医
学
的
な
介
助
の
倒
的
の
範
聞
で
の
み
、
荘
を
生
体
外
で
作
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
業
問

フランスにおける致命倫漣法と憲法{建石)

的
や
検
査
、
研
究
、
実
験
目
的
で
体
外
で
粧
を
生
成
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
。
ま
た
人
の
販
に
対
す
る
実
験
も
禁
止
さ
れ
る
。

φ
荘
の
研
究

例
外
と
し
て
、

組
の
男
女
は
粧
の
研
究
に
間
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
研
究
は
箆
学
目
的
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
距
を

傷
つ
け
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
家
審
議
会
の
正
式
な
意
見
の
あ
と
で
な
け
れ
ば
こ
の
研
究
に
若
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

@
粧
の
保
存
の
終
了

本
法
律
制
定
時
に
既
に
存
在
し
て
い
る
駐
に
つ
い
て
は
、
第
二

へ
の
移
植
が
不
可
能
な
と
き
、
及
び
保
存
期
間
が
五
年
に
あ
た
る

と
き
は
、
保
存
を
終
了
す
る
。

母
出
生
前
診
断



主宗教法篠山管行事96)

出
生
前
診
断
は
、
子
宮
内
の
胎
児
又
は
誌
の
、
特
に
重
大
な
疾
患
を
発
見
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
医
療
行
為
に
限
定
し
て
認
め
ら

れ
る
。

窃
着
床
前
診
断

体
外
の
粧
か
ら
採
取
さ
れ
た
組
組
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
生
物
学
的
診
断
は
、
診
断
時
に
不
治
と
認
め
ら
れ
る
特
別
に
重
大
な
遺
伝

牲
の
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
予
を
孜
む
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
証
明
で
き
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
診
断
は
、
疾
病
の
検
査
並
び

に
そ
れ
を
予
防
し
及
び
治
療
す
る
手
段
以
外
の
目
的
で
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

局
保
健
分
野
の
記
名
情
報
法

こ
の
法
律
は
、
富
療
白
的
で
の
偶
人
情
報
の
扱
い
に
つ
い
て
、
医
締
の
守
秘
義
務
の
例
外
と
し
て
、
記
号
化
し
た
個
人
の
医
学
情
報

を
疫
学
な
ど
の
保
健
研
究
の
た
め
に
提
供
で
き
る
と
定
め
た
も
の
で
、
情
報
保
護
法
(

九
七
八
年
一
月
六
日
法
)
の
な
か
に
挿
入
さ
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れ
た
。
つ
ま
り
従
来
医
締
の
守
秘
義
務
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
偲
人
の
低
学
上
の
情
報
の
伝
達
や
利
舟
を
、
研
究
の
た
め
に
認
め

る
こ
と
が
臼
的
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
個
人
の
医
療
上
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
i
を
侵
害
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

博
報
媒
体
の
発
壌
や
、
疫
学
的
な
研
究
が
必
然
的
に
情
報
収
集
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
偶
人
の
口
私
生
活
や

鵠
人
的
な
医
学
情
報
の
授
窓
口
を
も
た
ら
す
危
換
牲
が
高
い
。

偲
人
の
保
護
と
し
て
は
、
情
報
の
利
用
に
あ
た
り
、
事
前
に
本
人
の
向
意
を
得
る
こ
と
、
本
人
に
は
、
提
供
さ
れ
る
椅
報
の
内
容
と

利
用
目
的
を
告
げ
、
拒
吾
す
る
権
科
も
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
と
い
う
要
件
が
課
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
利
窮
す
る

研
究
に
つ
い
て
審
査
を
行
な
う
特
別
の
諮
問
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
情
報
保
護
法
で
設
け
ら
れ
て
い
た
情
報
と
自
由
に
関
す
る
歯
家
委

員
会
(
の
Z
M
C
に
よ
る
管
理
と
合
わ
せ
て

の
審
査
が
行
な
わ
れ
る
。
違
反
に
対
し
て
は
刑
事
爵
が
課
さ
れ
る
。

し
か
し
、
詞
時
に
そ
れ
ら
の
保
護
に
つ
い
て
免
除
方
法
が
法
律
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
法
像
自
体
に
不
明
確
な
点
が
あ
る



〈

m
ω
)

こ
と
か
ら
、
適
用
に
あ
た
っ
て
は
の

Z
Fの
遂
用
次
第
で
あ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
己
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
個
人

の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

i
の
権
利
も
、
策
法
上
の
人
権
と
し
て
確
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
近
年
の
憲
法
院
の
判
決
の
中
明
、
漸
次
認
め

(
倒
的
)

ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
個
人
の
権
利
刊
の
保
護
に
つ
い
て
は
の

Z
Fの
活
動
に
魚
、
っ
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

同
開
生
命
倫
理
法
の
問
問
題
点

生
命
倫
理
法
は
、
新
し
い
法
主
体
と
し
て
の
「
人
格
+
人
体
」
、
及
び
「
個
人
の
自
由
」
対
「
生
命
の
尊
重
」
と
い
う
、
前
述
し
た
よ

う
な
問
題
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
で
き
る
。

ω
「
人
間
」
と
「
体
」
の
関
係
が
不
明
確

生
命
柑
守
護
法
守
は
、
生
命
倫
理
に
関
す
る
新
し
い
法
主
体
と
し
て
、
「
人
絡
l
T
人
体
」
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
「
人
間
」
を
捉
え
、

-79ー

そ
の
不
可
分
性
を
根
拠
と
し
て
、
人
体
の
拾
得
設
と
い
う
新
し
い
権
利
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
体
の
尊
重
が
、
人
間
と
し
て

フランスにおける生命倫理主司法と憲法〈途お)

の
人
体
の
尊
重
な
の
か
、
人
体
の
募
数
一
な
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
第
三
者
が
あ
る
人
の
人
体
の
完
全
性
を
傷
つ
け
る
場
合
、

人
間
の
尊
重
に
も
と
づ
く
人
体
の
検
特
重
と
い
う
権
利
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
。
つ
ま
り
人
体
は
、
人
格
(
精
神
あ
る
い
は
意
思
)
と
体

が
不
可
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
尊
獲
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
し
か
し
な
が
ら
個
人
は
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
も
人
体
会
処
分
す
る
決
定
を

行
な
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
人
体
は
、
「
人
格
+
人
体
」
で
は
な
く
、
純
粋
に
「
人
体
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
繋
重
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

凶
意
思
主
義
と
不
可
処
分
併
は

本
法
律
は
、
人
体
は
不
可
侵
で
あ
る
こ
と
を
原
賠
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
法
律
の
認
め
た
一
定
の
目
的
の
場
合
に
は
、
億
人
の

意
思
に
基
づ
く
自
己
決
定
が
尊
重
一
さ
れ
、
人
体
の
識
器
や
錨
抱
批
判
の
摘
出
や
譲
渡
、

つ
ま
り
、
人
体
へ
の

及
び
「
処
分
い
が
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認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
体
は
、

定
の
図
的
の
場
合
に
は
意
思
主
義
が
賞
か
れ
、
本
人
の
向
意
に
も
と
づ
い
て
、
人
体

の
不
可
侵
性
や
不
可
処
分
牲
に
反
し
て
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
目
的
以
外
で
は
、
本
人
の
意
思
に
…
反
し
て
も
、
人
体
は
尊
重
さ
れ
、

不
可
侵
悦
や
不
可
処
分
性
の
原
則
が
賞
か
れ
る
。

こ
の
問
題
の
背
後
に
は
、
体
は
誰
の
も
の
か
、
と
い
う
生
命
倫
理
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
本
法
律
は
、
同
意
原
則
附
と
不
可
侵

性
・
不
可
処
分
性
の
原
則
と
を
共
に
採
用
し
た
た
め
、
体
に
関
守
る
個
人
の
決
定
に
対
す
る
国
家
の
(
法
律
等
に
よ
る
〉
制
約
の
椴
拠

!

〈

必

)

が
明
確
で
は
-
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
何
が
公
共
の
利
益
の
内
容
な
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
ま
ま
に
、

一
定
の
日
的
の
場

合
、
だ
け
に
良
己
決
定
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
加
判
を
根
拠
に
そ
の
目
的
が
確
定
怒
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

〈
油
開
)
こ
の
法
律
に
関
し
て
は
一
九
八
段
年
度
の
比
較
法
学
会
総
会
で
の
{
臓
器
移
縫
の
比
較
法
的
研
究
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て

穀
食
さ
れ
た
臨
時
侶
紛
失
叫
ん
に
よ
っ
て
、
脇
村
に
死
者
か
ら
の
肺
臓
器
移
出
憶
を
中
心
に
裕
介
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。
臨
時
田
和
夫
町
臓
器
移
蛸
惜
の
比
較
法
約
研
究
1
フ
ラ
ン

ス
」
比
較
波
研
究
問
中
ハ
ロ
マ
〈
一
九
八
mm
年
)
…
一
入
賞
以
下
。

〈
刊
日

)
0
7
3
m
Z
R
W
M
問

w
u
ユ
♂
〉
切
-
ぬ
司
会
μ

門
知
令
官
民

m
m
C「

F
日

O
F
ロ
O
A

宏
1
2
M
品

C
M坦

]
g
z
E
志
向
文
芸
}
a
v
g
m
C
門
事
柄
括
合
伊
品
尽
き
吋
判
話
叩

M
C
g
E
m
-
仏の
H
Y
円
由
窓
口
0
・
h
w
N
t

U
A山
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(
お
)
一
九
九
段
年
五
月
…
一
郎
臼
の
デ
ク
レ
は
、
生
命
倫
理
法
制
{
F
T
h
m
℃
あ
る
が
、
九
九
二
年
二
月
二
五
日
の
デ
ク
レ
を
修
正
し
、
会
て
の
人
体
の
拍
臓
器
や
価
税
織
、

細
胞
の
繍
山
仰
の
場
合
に
、
成
条
に
つ
い
て
の
生
物
学
約
検
査
の
義
務
の
強
化
、
録
供
者
に
つ
い
て
検
盗
す
べ
き
翁
気
の
範
簡
の
拡
大
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
、
医
師

に
対
し
て
こ
の
検
査
の
結
果
を
臨
時
怨
す
る
義
務
が
強
化
さ
れ
た
。
プ
九
九
四
年
三
月
一
八
日
の
ア
レ
テ
(
大
箆
決
定
)
は
、
人
体
の
組
組
織
、
網
開
綴
及
び
産
物
、

と
り
わ
け
飴
懇
の
楠
畑
出
物
を
含
む
化
粧
品
及
、
ひ
健
康
制
粧
品
に
つ
い
て
、
相
官

a

創
刊
で
あ
れ
有
料
で
あ
れ
、
市
場
化
〈
の
新
し
い
出
甲
誘
で
あ
れ
既
に
卦
許
可
さ
れ
て
い
る
制
粧

品
の
維
持
件
、
あ
れ
)
を
禁
注
し
た
。

〈
型
車
両
国
和
夫
、
前
錦
、
…
一
八
一
奥
。

(
明

ω)

廷
の
絞
約
定
義
③
一
九
四
七
年
…

0
汚一一

O
自
デ
ク
レ
「
死
川
件
、
援
療
施
設
の
二
人
の
際
紛
に
よ
っ
て
、
制
犯
の
実
態
を
保
証
す
る
た
め
に
厚
生
中
舗
に
よ
っ
て
官
官
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効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
会
て
の
+
刀
法
に
よ
っ
て
検
資
し
た
援
に
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

③
角
綾
移
綴
ぷ
関
す
る
一
九
段
九
年
七
月
七

8
法
律

「
死
の
実
態
は
、
事
前
に
上
記
の
デ
ク
レ
と
閣
内
様
の
+
刀
法
で
確
認
さ
れ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己
ゆ
怒
生
省
通
達
さ
九
閥
八
年
一
一
月
一
一
一
臼
‘
…
九
五
八
年
九
月
一

九
段
)
「
動
緩
に
つ
い
て
の
底
油
棋
の
循
環
の
停
止
の
確
認
、
鵬
鴫
孔
反
射
」

mw簡
略
生
省
議
選
二
九
六
八
年
四
月
一
一
閉
門
口
〉
「
不
可
滋
の
昏
滋
状
燃
の
人
に
関
す
る
死

の
篠
認
は
、
一
一
人
の
際
蛸
聞
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
一
人
は
医
療
総
数
の
実
径
者
九
議
認
は
「
会
ル
悼
の
な
か
の
ゆ
心
的
な
神
総
シ
ス
テ
ム
の
変
化
が
破

縮
機
的
で
不
リ
仲
間
の
性
絡
で
あ
る
と
い
う
、
不
可
逆
伎
を
紅
側
判
寸
る
認
証
拠
の
ふ
仔
夜
」
に
禁
づ
く
。
死
の
法
的
定
鼻
棋
の
不
恥
停
を
を
一
示
す
以
上
の
よ
う
な
綴
点
以
外
に
、
民

事
伯
郡
な
観
点
か
ら
は
、
死
の
亙
織
な
け
口
幹
吋
を
理
出
品
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戸
籍
薄
管
理
貸
付
役
者
は
、
一
人
の
塗
師
に
よ
っ
て
死
を
線
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
会
く
都
知
の
定
義
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
「
医
師
に
よ
っ
て
洗
に
抜
き
て
い
な
い
、
と
認
め
ら
れ
た
人
」
と
な
り
‘
死
は
、
{
液
晶
靴
の
代

わ
れ
ワ
に
医
師
叫
に
そ
の
判
定
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
c

〈特
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生
命
倫
理
法
に
関
す
る
憲
法
院
の
逮
懇
審
査

以
上
の
よ
う
な
生
命
倫
理
法
三
法
の
う
ち
、
「
保
健
分
野
の
研
究
を
目
的
と
し
た
記
名
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
法
律
」
は
、
闘

会
で
可
決
さ
れ
た
後
七
月

白
に
公
布
怒
れ
た
。
し
か
し
「
人
体
の
尊
重
に
関
す
る
法
律
」
と
「
人
体
の
婆
素
と
灘
物
の
提
供
と
使
沼
、

医
療
扶
助
、
人
工
生
殖
、
出
生
前
診
断
に
関
す
る
法
律
」
に
つ
い
て
は
、
断
民
議
会
議
長
、
及
び
国
会
議
員
(
河
m
v
m
-
C
ロヨ
の
双
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方
か
ら
、
態
訣
院
に
違
憲
審
査
の
申
し
立
て
が
付
託
さ
れ
た
。
憲
法
院
は
、
こ
の
一
一
つ
の
法
律
に
つ
い
て
一
括
し
て
一
つ
の
判
決
に
お

〈
お
)

い
て
判
断
を
下
し
、
合
憲
と
し
た
。

前
述
の
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
現
行
の
第
五
共
和
制
憲
法
及
び
そ
の
他
の
憲
法
規
範
(
憲
法
プ
ロ
ッ
ク
)
に
、
生
命
に
関
す
る

条
項
や
、
人
間
の
尊
厳
を
保
護
す
る
条
項
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
、
抵
娠
中
絶
法
の
違
憲
審
査
以
来
、
生
命
に
関
す
る
憲
法

原
則
鵬
が
不
明
確
な
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
き
て
お
り
、

一
九
九
一
二
年
に
は
憲
法
改
正
諮
問
委
員
会
が
憲
法
改
正
案
と
し
て
「
人
格
の
尊

厳
に
対
す
る
権
利
」
の
鋭
設
を
提
案
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
生
命
倫
理
法
の
違
憲
審
査
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
憲
法
原
則
に

基
づ
い
て
審
査
が
行
な
わ
れ
る
の
か
が
注
目
さ
れ
た
。

付
違
憲
審
査
の
申
立
て

国
民
議
会
議
長
と
開
院
議
員
双
方
か
ら
の
違
憲
審
査
の
申
立
て
は
、
生
命
倫
理
法
の
う
ち
の
こ
法
の
違
憲
審
変
安
要
求
寸
る
も
の
だ

-82-

が
、
両
者
の
申
立
て
の
日
的
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
留
氏
議
会
議
長
}
U
Y

談
活
部
宮
崎

c
g
の
申
し
立
て
は
、
特
別
な
違
憲
の
理
由
を
付
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
違
憲
無
効
を
日
的

と
し
た
申
し
立
て
で
は
な
く
、
逆
に
、
生
命
倫
理
法
が
合
懇
で
あ
る
と
い
う
確
認
を
求
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
生
命

倫
理
に
関
す
る
憲
法
上
の
原
射
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
懇
法
段
に
婆
請
す
る
こ
と
を
も
意
顕
し
て
い
た
。

他
方
、
法
律
の
採
択
に
賛
成
票
を
投
じ
た
多
数
派
お
}
u
m
-
Cロ
匂
の
議
員
の
う
ち
の
反
対
派
の
議
員
に
よ
る
申
し
立
て
は
、
生
命
倫

理
法
自
体
の
各
条
項
、
特
に
人
工
生
殖
の
際
の
駐
に
関
す
る
条
項
の
違
憲
性
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ω生
命
倫
理
法
の
審
査
の
規
載
と
な
る
憲
法
原
則

判
決
の
関
頭
で
、
憲
法
続
は
、
ま
ず
注
目
さ
れ
て
い
た
生
命
倫
理
法
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
基
準
と
な
る
憲
法
原
期
妥
以
下
の
よ
う

に
一
一
一
つ
提
示
し
た
。



①
人
間
の
尊
厳

第
一
に
、

一
九
盟
六
年
憲
法
前
文
冒
頭
の
「
人
間
安
隷
従
さ
せ
品
位
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
金
堕
し
た
体
制
に
対
し
て
、
議
由
な
人
民

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
勝
創
刊
の
査
後
に
、

フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、
改
め
て
、
全
て
の
人
聞
は
、
人
様
、
宗
教
、
信
条
に
よ
る
差
別
な
く
、

譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
神
聖
な
権
利
を
占
有
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
」
と
い
う
規
定
か
ら
、
ア
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
隷
従
と
品
伎
を
傷

つ
け
る
取
り
扱
い
に
対
す
る
、
人
間
(
日
告
同
区

g
o
n
g
Z
8
2
5〉
の
尊
厳
の
保
護
」
と
い
う
新
し
い
憲
法
原
則
を
導
き
出
し
、
憲
法

的
価
値
を
持
つ
原
則
と
位
置
づ
け
た
。

「
人
間
の
隷
従
と
口
叩
伎
を
傷
つ
け
る
取
り
扱
い
」
と
い
う
こ
の
前
文
は
、
も
と
も
と
一
九
臨
六
年
憲
法
制
定
の
時
に
は
、
ナ
チ
ス
に

よ
る
医
学
的
・
優
生
学
的
実
験
を
指
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
生
命
監
学
技
術
か
ら
人
簡
を
保
護
す
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
尊
厳
の
保
護
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
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命
傷
人
的
自
由
の
限
界

フランスにおける使命倫理法と賞憲法(建石)

第
二
に
、

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
一
、

一
、
問
条
に
基
づ
く
個
人
的
告
白
会
あ
げ
た
う
え
で
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
偶
人
的
自
由
の

原
則
は
、
他
の
態
語
上
の
原
則
と
両
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
憲
法
院
は
こ
れ
ま
で
、
偲
人
的
自
由
に
つ
い
て
は
、

第
五
共
和
制
懇
法
第
六
六
条
を
根
拠
条
文
と
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
余
命
倫
理
法
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
条
文
と
は
異
な
り
、
人

権
宏
一
首
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
六
六
条
は
、
司
法
裁
判
所
に
関
す
る
競
認
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
近
の
憲
法
院
の

判
闘
で
は
、
司
法
裁
判
所
で
保
護
さ
れ
る
個
人
的
自
自
だ
け
で
は
な
く
、
人
権
宣
言
な
ど
を
根
拠
に
し
て
、
偶
人
的
自
由
の
範
癒
を
詰

(
幻
)

げ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

窃
子
供
と
家
銭
の
健
康
の
保
護

第

輔、、;
 
…
九
四
六
年
憲
法
務
文
第
一

O
項
「
掛
は
、
偶
人
及
び
家
族
に
対
し
て
、
そ
の
発
渓
に
必
婆
な
条
件
を
確
保
す
る
」
、
第
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一
一
項
「
国
は
、
す
べ
て
の
入
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
、
子
供
と
母
親
で
・
)
に
対
し
て
、
健
康
の
保
護
で
・
)
を
保
障
す
る
」

令
、
あ
げ
て
い
る
。

ω生
命
倫
理
法
と
憲
法
的
価
健
の
原
則

以
上
の
憲
法
的
価
値
の
原
到
に
基
づ
い
て
、
判
決
は
、
次
に
「
人
体
の
構
成
婆
索
現
、
ぴ
産
物
の
提
供
友
び
利
用
、
生
殖
へ
の
医
学
的

介
助
並
び
に
出
生
前
診
断
に
関
す
る

九
九
開
年
七
月
一
一
九
日
法
律
」
の
第
八
、
九
、

←一一、

一
四
条
に
つ
い
て
審
査
を
行
な
っ
て
い

る。mw
「
粧
の
保
存
の
終
了
」
と
「
生
命
に
対
す
る
権
利
」
及
び
「
平
等
原
則
的
い

違
憲
の
取
・
立
て
の
な
か
で
、
荘
の
保
存
の
終
了
は
、
第

に
、
受
精
の
瞬
間
か
ら
人
間
と
し
て
の
保
護
を
受
け
る
胎
見
の
生
命
に
対

す
る
権
利
を
侵
害
す
る
、
第
二
に
、
生
命
倫
理
法
の
制
定
前
に
存
在
し
て
い
る
荘
は
保
存
が
五
年
を
過
ぎ
て
い
る
場
合
に
は
保
存
を
終

84-

了
す
る
が
、
法
制
定
以
降
に
つ
く
ら
れ
る
妊
に
つ
い
て
は
明
確
な
規
定
が
な
い
た
め
、
町
胞
の
関
の
一
平
等
を
侵
饗
す
る
、
と
主
…
張
さ
れ
た

Q

こ
れ
に
つ
い
て
、
憲
法
院
は
、
以
下
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
る
。

「
立
法
者
は
、
体
外
受
精
に
よ
る
肢
の
バ
尋
問
明
、
移
植
、
保
存
に
つ
い
て
に
多
く
の
保
護
を
設
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
存

在
す
る
膝
の
保
存
を
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
期
限
を
定
め
ず
保
存
す
る
べ
き
で
あ
る
と
は
判
断
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
生
命
の
始
ま
り
か
ら
の
全
て
の
人
間
の
尊
重
の
原
則
は
そ
の
よ
う
な
症
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
、
必
然
的
に
、
そ
の
よ
う
な
妊
に
対
し
て
は
平
等
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
勺

金
憲
法
院
の
違
憲
審
査
の
性
費

ま
た
、
こ
れ
に
続
い
て
、
「
療
法
院
は
、
議
会
の
有
す
る
権
限
と
同
様
の
評
舗
や
決
定
の
権
限
会
持
た
な
い
こ
と
か
ら
、
知
識
や
技

術
に
関
し
て
、
立
法
考
の
定
め
た
条
項
を
覆
す
こ
と
は
憲
法
院
の
な
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い

(
H
o
m
g
言
文
瓶
詰
丘
ご
と
述
べ
て
い



る
。
こ
れ
と
伺
じ
内
容
は
、

一
九
七
五
年
一
月
…
五
日
の
人
工
妊
娠
中
絶
法
に
関
す
る
判
決
の
な
か
で
既
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
、
違
憲
審
交
の
限
界
を
自
ら
定
め
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
中
絶
誌
や
生
命
倫
理
法
の
よ
う
に
、
「
知
識
や
技
術
の
状
況
い
が
日
々

進
歩
し
て
い
る
よ
う
な
領
域
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
法
競
走
が
全
て
を
定
め
て
お
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
「
結
果

と
し
て
、
憲
法
誌
は
、
立
法
者
の
選
択
が
、
明
確
な
し
か
た
で
示
さ
れ
て
い
る
憲
法
上
の
規
範
を
侵
答
す
る
場
合
の
他
は
、
そ
の
選
択

〈
泌
)

を
懇
意
一
す
る
し
か
な
い
」
と
判
断
し
、
生
命
の
定
義
の
決
定
は
立
法
翁
に
委
ね
た
。

窃
「
臨
の
選
別
」
と

及
び
「
人
類
の
遺
伝
的
遺
産
の
保
護
」

次
に
、
母
体
に
移
補
す
る
荘
と
そ
う
で
な
い
距
を
選
別
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
第
三
者
の
カ
ッ
プ
ル
に
提
供
す
る
荘
と
そ
う
で
な
い

荘
会
選
別
す
る
こ
と
を
、

カ
て
フ
ル
と
医
師
に
認
め
る
こ
と
は
、
荘
の
簡
の
平
等
を
侵
害
し
、
ま
た
、
「
人
類
の
濃
怯
的
遺
濃
の
保
護
」

と
い
う
懲
法
的
価
値
の
原
黙
を
侵
害
す
る
、
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
は
、
懇
法
院
は
、
平
等
に
つ
い
て
は
判
断
せ
ず
、
「
人
類
の
遺
訟

85 

的
遺
産
の
保
護
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
定
め
て
い
る
憲
法
規
定
も
懇
法
的
儲
僚
の
原
開
も
な
い
、
と
退
け
て
い
る
。

フランスにおける生命倫理法主慾法(建お)

@
震
学
的
介
助
生
織
と

の
権
利
〕

第
三
者
の
配
偶
子
の
提
供
に
よ
っ
て
子
供
を
持
つ
一
内
総
性
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

一
九
間
六
年
憲
法
前
文
が
保
障
す
る
家
族

の
権
利
を
侵
答
す
る
、
と
い
う
違
慾
理
由
が
定
張
さ
れ
た
。
こ
れ
つ
い
て
は
、

九
部
六
年
憲
法
前
文
の
ど
吟
条
項
も
、
家
族
の
発
展

の
条
件
が
、
生
命
倫
理
法
の
定
め
る
婆
件
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
配
偶
子
や
妊
の
提
供
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
と
し
て
い
る
。

mwド
ナ
ー
の
援
名
原
則
間
と
「
子
供
の
健
康
に
対
す
る
権
制
、
人
格
の
自
由
な
開
花
の
権
利
」

第
三
者
の
配
偶
子
の
提
供
に
よ
っ
て
出
生
し
た
子
供
に
つ
い
て
、
そ
の
遺
伝
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
投
物
学
的
な
親
を
知
る
こ
と

を
禁
と
る
こ
と
は
、
子
供
の
健
康
に
対
す
る
権
利
、
人
格
の
自
由
な
開
花
の
権
利
を
侵
饗
す
る
、
と
い
う
主
践
に
対
し
て
は
、
子
供
に
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対
し
て
配
偶
子
及
び
粧
の
提
供
者
を
知
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
間
前
文
の
保
護
す
る
健
康
の
保
護
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
述
べ
て
い
る
。

③
荘
の
研
究

臨
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
律
が
粧
の
研
究
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
人
と
人
体
の
完
全
性
の

を
侵
害
す
る
、
と
・
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
憲
法
院
は
、
荘
の
研
究
と
「
人
と
人
体
の
完
全
性
の
曲
思
議
一
」
の
関
係
に
つ
い
て

〈
鈎
)

は
寵
按
に
判
断
し
て
い
な
い
。
距
の
研
究
は
臨
の
選
別
(
上
記
⑦
〉
と
し
て
審
査
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
あ
る
が
、
「
人
の
体
の

完
全
性
の
藤
重
一
」
に
と
い
う
申
立
て
理
窃
に
つ
い
て
の
雷
攻
は
な
い
。

ま
た
研
究
や
出
生
前
診
断
の
認
可
の
権
限
を
医
学
生
物
学
同
門
家
審
議
会
に
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
権
力
分
立
と
い
う
憲
法
上
の
原
熊

を
侵
常
一
閃
す
る
と
い
う
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
医
学
上
の
目
的
に
よ
る
症
の
研
究
に
向
意
寸
る
と
い
う
個
人

-86-

(
男
女
)
の
決
定
は
、
行
政
的
な
審
議
会
の
意
見
に
よ
る
研
究
の
認
可
と
い
う
要
請
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
、
こ
の
審
議
会
の
意
見
は
研

究
が
粧
を
傷
つ
け
な
い
こ
と
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
務
議
会
の
意
見
に
よ
る
認
可
が
立
法
者
の
権
限
を
侵
俊
一
閃
す
る

も
の
で
は
な
い
と
立
法
務
は
み
な
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

⑦
出
生
前
診
断
、
着
床
前
診
断

次
に
、
出
生
前
診
断
と
務
床
前
診
断
に
つ
い
て
両
院
議
員
は
、
こ
の
条
項
が
中
絶
の
実
行
を
容
易
に
す
る
も
の
で
生
命
に
対
す
る
権

利
を
侵
害
す
る
点
が
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
院
は
、
出
生
前
診
断
は
、
従
来
の
中
絶
法
の
要
件
に
何
ら
新
し
い
も
の
を
加
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
着
床

前
診
断
は
体
外
の
旺
の
細
総
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
診
断
に
関
し
て
の
み
定
め
る
も
の
で
、
違
憲
の
主
張
の
事
実
は
不
存
在
で
あ
る
、

と
述
べ
た
。



@ 
第

の
配
偶
子
及
び
症
の
提
供
に
よ
る
人
工
授
精
の
場
合
の
、
提
供
者
と
子
供
と
の
問
の
親
子
関
係
の
否
定
(
「
人
体
の
尊
重
法
」

第
一

O
条
)

』
の
条
項
の
定
め
る
、
配
偶
子
の
提
供
者
の
寵
名
は

八
二
条
の
個
人
的
寅
任
原
殿
に
反
し
、
ま
た

に
民
法

九

年
一
一
月
一
六
白
法
律
が
非
嫡
出
子
に
対
し
て
父
親
を
識
査
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
共
和
閣
の
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

た
基
本
的
原
則
前
の
尊
重
と
い
、
つ
い
況
で
も
違
憲
が
主
張
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
院
は
、
人
体
尊
重
法
の
条
項
は
、
低
学
的
介
助
出
産
の
場
合
の
父
権
の
饗
件
を
ん
認
め
る
目
的
の
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
い
か
な
る
憲
法
規
定
も
憲
法
的
価
額
の
原
則
も
、
医
学
的
介
助
出
獲
に
よ
っ
て
お
生
す
る
子
供
と
、
配
偶
子
の
提
供
者
と
の

嫡
出
関
係
の
確
立
の
禁
止
を
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
述
べ
た
。

@
生
命
倫
理
法
の
規
定
す
る
諸
原
則

-87-

最
後
に
憲
法
院
は
、
審
授
に
付
さ
れ
た
生
命
倫
理
二
法
が
、
町
人
間
の
優
越
性
」
、
「
生
命
の
始
ま
り
の
と
き
か
ら
の
す
べ
て
の
人
関

フランスにおける生命倫理法と3憲法(漆:0)

「
不
可
侵
性
、

「
人
類
の
完
全
性
、
人
体
の
遺
産
的
性
格
の
不
存
在
」
、
と
い
う
諸
原
削
闘
を
定
め
て
い
る
こ
と
を

あ
げ
、
こ
れ
ら
の
諾
源
開
が
、
「
人
間
の
鯵
厳
の
保
護
」
と
い
う
慾
法
的
原
則
の
尊
重
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
審
査

に
付
さ
れ
た
諸
条
墳
が
、
適
用
さ
れ
う
る
策
法
的
価
値
の
規
範
を
侵
害
し
な
い
こ
と
、
か
ら
、
生
命
倫
理
法
は
合
憲
で
あ
る
、
と
結
論

づ
け
た
。

側
憲
法
院
の
違
憲
審
査
の
特
徴

@
憲
法
線
範
と
認
め
ら
れ
た
「
人
間
の
尊
厳
」

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
今
関
の
判
決
ま
で
、
憲
法
上
の
原
則
と
し
て
は
「
生
命
」
や
「
人
間
の
尊
厳
」
に
関
す
る
競
走
は
存
在
し
て
い
な

{
お
)

九
九
三
年
二
丹
一
五
日
の
策
訣
改
正
諮
問
委
員
会
の
報
告
は
、
懇
法
第
六
六
条
の
司
法
機
関
に
関
す
る
条

か
っ
た
。
そ
の
た
め
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項
に
第
二
項
と
し
て
「
侍
人
も
私
生
活
の
尊
重
の
権
科
及
び
人
格
の
尊
棄
の
権
利
を
有
す
る
」
を
付
加
す
る
改
正
を
提
案
し
て
い
た
。

ま
た
、
こ
れ
を
う
け
て
、
最
終
的
に

九
九

…月一

O
B
に
閣
僚
審
議
会
で
可
決
し
た
憲
法
改
正
案
は
、
第
六
六
条
で
は
な
く
、

現
行
の
第
二
条
を
第

条
と
し
、
そ
の
後
部
に
「
フ
ラ
ン
ス
は
、
私
致
活
の
態
重
と
人
格
の
尊
重
一
安
保
障
す
る
」
と
い
う
項
日
を
付
組

(

引

品

)

す
る
改
正
を
提
案
し
て
い
た
。
こ
の
改
正
案
は
、
直
後
に
行
な
わ
れ
た
劉
民
議
会
選
挙
で
社
会
党
が
大
激
し
た
た
め
実
現
し
な
か
っ

た
が
、
以
上
の
経
緯
か
ら
、
「
人
格
の
尊
厳
」
を
憲
法
の
な
か
に
明

J

不
的
に
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
懸
案
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
今
回
の
判
決
が
援
用
し
た

九
盟
六
年
憲
法
前
文
の
「
譲
り
渡
す
こ
ど
の
で
き
な
い
神
聖
な
権
利
」
と
い
う
表
現
は
覆
接

的
に
生
命
倫
理
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
第
罰
共
和
制
憲
法
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
直
後
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
人

(
泌
)

問
の
品
控
を
傷
つ
け
る
」
と
い
う
表
現
は
、
ナ
チ
ス
の
優
役
学
や
医
学
上
の
体
験
を
指
寸
も
の
で
あ
り
、
生
命
倫
理
と
は
関
連
を
有

-88 

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
間
前
文
と
「
人
間
の
尊
厳
」
と
の
関
連
で
は
、

一
九
四
六
年
祭
法
制
定
以
前
に
起
議
さ
れ
人
民
投

て
の
人
は
、
社
会
に
対
し
て
、
完
全
性
と
人
格
の

〈
お
)

厳
の
も
と
で
、
身
体
、
知
性
、
及
び
精
神
に
お
け
る
十
分
な
発
展
を
保
障
さ
れ
る
諾
権
利
を
有
す
る
」
と
定
め
、
既
に
「
人
格
の
慈
厳
」

票
で
否
決
さ
れ
た

九
割
六
年
四
月
憲
法
草
案
の
人
権
笈
言
第
二
ニ
条
が
、

が
一
九
四
六
年
の
時
点
で
慾
法
規
定
と
な
っ
て
お
り
、
間
前
文
か
ら
「
人
慢
の
尊
厳
」
を
導
き
出
し
た
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
唐
突
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。

告
粧
の
選
別
と
「
生
命
に
対
す
る
権
利
」

粧
の
保
存
の
終
了
が
、
受
精
の
瞬
間
か
ら
の
粧
の
「
生
命
に
対
す
る
権
利
」
を
侵
害
す
る
と
い
う
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
憲
法
院
は
、

立
法
北
側
は
、
体
外
受
精
件
、
つ
く
ら
れ
た
症
に
つ
い
て
「
生
命
の
始
ま
り
か
ら
の
全
て
の
人
の
藤
重
」
と
い
う
保
護
が
及
ぶ
と
は
考
え
て

い
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
生
命
の
始
ま
り
か
ら
の
全
て
の
人
の
懇
重
」
は
、
ぞ
れ
自
体
は
憲
法
的
価
値
の
原
則
削
で
は
な
く
、



「
人
間
の
尊
厳
の
尊
震
の
保
護
」
と
い
う
憲
法
原
則
的
を
保
際
す
る
諸
原
則
の

っ
と
泣
置
づ
け
て
い
る
の

臨
は
生
命
か
、
生
命
と
は
い
つ
か
ら
か
、
人
間
と
し
て
法
の
保
護
を
寝
つ
け
る
の
は
い
つ
か
ら
か
、
と
い
う
問
題
は
、
生
命
倫
理
の
中

心
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
生
命
倫
理
法
は
、
距
の
保
存
の
終
了
、
母
体
に
移
植
さ
れ
な
い
築
、
町
般
の
研
究
、
笹
の
第
三
者
へ
の
提
供

を

定
の
要
件
で
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
体
外
で
つ
く
ら
れ
る
臨
に
つ
い
て
、
入
院
と
し
て
出
生
に
至
る
臨
と
そ
う
で
な
い
駆
と
を

選
到
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
、
粧
の
全
て
が
生
命
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
判
断
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
生
命
翁
理
の
領
域
で
、
い
つ
か
ら
が
生
命
か
と
い
う
鴎
顎
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、

一
九
七
五
年
の
妊
娠
中
絶
法
と
今
回

の
泳
中
命
倫
理
法
と
を
総
合
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
七
五
年
法
も
富
頭
で
「
生
命
の
鈴
ま
り
か
ら
の
全
て
の
人
の
尊
議
い

を
向
読
の
原
則
例
と
し
て
あ
げ
て
お
り
、
抵
娠
中
絶
は
、
司
法
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
要
件
に
従
う
場
合
に
の
み
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
生
命
倫
理
法
も
、
人
間
の
尊
震
や
生
命
の
始
ま
り
か
ら
の
全
て
の
人
の
尊
識
を
涼
別
に
掲
げ
、
関
門
法
の
要
件
に
援

89 

う
と
い
う
条
件
で
医
学
的
介
助
出
巌
や
距
の
研
究
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
生
命
の
前
都
議
」
を
俊
章
一
口
し
な
い
と
立
法
務
が
判
断
し

フランスにおける生命総選法と策法{建石)

た
限
界
が
、
二
つ
の
法
律
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

生
命
倫
理
法
は
、
粧
を
、
生
命
と
し
て
絶
対
的
な
保
護
を
過
つ
け
る
存
在
と
し
て
位
欝
づ
け
て
お
ら
ず
、
医
学
的
介
助
出
産
の
実
践
や

研
究
の
要
請
と
の
妥
協
点
を
設
け
、
ま
た
子
供
が
欲
し
い
カ
ッ
プ
ル
の
不
妊
治
療
の
最
後
の
方
法
と
し
て
、
第
三
者
か
ら
の
誌
の
提
供

も
認
め
て
い
る
。
駐
は
、
体
内
に
移
媛
さ
れ
た
後
も
、
中
絶
法
に
よ
れ
ば
、
妊
娠

。
還
ま
で
は
、
女
性
が
中
絶
を
決
定
で
き
る
期
間

マ
あ
り
、
加
え
て
中
絶
薬
河
口
鶴
八
六
の
出
現
に
よ
っ
て
、
外
科
的
手
段
に
よ
ら
ず
に
薬
の
服
用
で
紐
の
議
床
を
妨
げ
る
こ
と
で
、

結
盟
端
的
に
中
絶
と
同
じ
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
妊
娠
会
期
間
を
通
じ
て
、
母
綴
で
あ
る
女
性
が
危
険

な
状
況
に
あ
る
場
合
に
は
治
療
と
し
て
の
中
絶
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
混
夜
、
匹
及
び
胎
克
の
保
護
は
、
生
命
倫
理
法
で
も
中

絶
法
で
も
結
対
的
で
あ
り
、
生
命
に
か
か
わ
る
様
々
な
利
益
の
対
立
に
関
す
る
判
断
は
、

一
九
七
近
年
の
違
懇
審
査
の
時
点
で
も
今
回
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の
審
査
で
も
立
法
者
に
を
せ
ら
れ
た
。
距
は
、
「
生
命
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
非
常
に
象
徴
的
で
あ
り
、

ぺ
き
存
在
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
尊
重
は
、
臨
に
か
か
わ
る
、
科
学
者
、
医
者
、
母
殺
、
父
親
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
考
察
や
判
断
の
性
紫
が

異
な
る
。
科
学
者
や
注
者
は
、
自
分
自
身
の
生
命
に
夜
接
関
わ
ら
ず
、
し
か
も
生
命
を
操
作
す
る
と
い
う
技
術
を
行
使
す
る
だ
け
に
、

経
の
尊
重
が
強
く
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

〕
九
七
五
年
の
や
絶
法
の
審
交
で
は
、
基
準
と
な
る
懲
法
規
範
が
明
確
で
は
な
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
ニ
条
の
「
生
命
に
対

す
る
権
利
い
が
援
用
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
生
命
倫
理
法
の
審
査
で
は
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
憲
法
規
範
が
明
確
に
さ
れ
、
余
命
の

尊
重
は
、
そ
の
憲
法
規
範
を
保
障
す
る
原
則
の
一
っ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
生
命
倫
理
に
か
か
わ
る
分
野

で
は
、
「
生
命
に
対
す
る
権
制
」
よ
り
も
、
「
人
間
の
移
厳
」
と
「
生
命
」
と
の
関
連
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
だ
ろ
う
。
憲
法
続
は
、

今
期
の
判
決
で
は
そ
の
判
断
を
立
法
者
に
委
ね
て
い
る
が
、
議
法
的
価
値
の
原
則
と
し
て
の
「
人
間
の
懇
厳
」
の
解
釈
が
、
今
後
、
ど

-90-

の
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
の
か
は
注
尽
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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お
わ
り
に
i
生
命
倫
理
法
と
憲
法
i

〈
生
命
倫
理
と
罰
家
〉

生
命
倫
理
は
、
ま
ず
径
学
の
分
野
で
関
わ
れ
、
一
一
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
鱗
領
以
降
、
人
体
実
験
に
つ
い
て
の
規
則
州
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
臨
床
と
基
礎
生
物
学
が
分
化
し
、
遺
諒
子
の
研
究
、
臓
器
の
摘
出
、
人
工
生
殖
と
治
療
目
的
以
外
の
人
体
へ
の
介
入
の
技
術

(
制
品
〉

が
進
む
に
連
れ
、
政
治
の
領
域
の
関
越
と
な
り
、
公
権
力
の
影
響
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
公
権
力
の
介
入
を
監

視
し
つ
つ
、
監
療
や
科
学
の
逸
脱
を
抑
制
し
つ
つ
、
そ
の
発
援
を
認
め
る
こ
と
が
、
生
命
倫
理
の
賄
わ
れ
る
理
問
で
あ
り
、
現
在
で
は
、

A
U
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社
会
の
将
来
に
対
す
る
そ
の
社
会
の
選
択
ま
で
も
射
程
に
入
る
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
人
権
論
に
お
い
て
は
、
個
人
の
自
由
の
保
護
の
た
め
に
は
届
家
の
介
入
は
で
き
る
だ
け
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
生
物
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
思
家
の
介
入
と
、
そ
の
介
入
の
引
き
起
こ
す
危
険
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
新
し
い
様
相
を
示
す

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
州
問
え
ば
、
生
命
科
学
の
利
用
に
つ
い
て
商
業
化
を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
の
同
の
O
M山
(
の

s
q
g

円
四
回
宮
内
回
虫
色
診
の

0
5冊
吋

gけ
い
き
含
∞
U
2包
括
)
が
、
人
工
授
精
を
管
理
‘
実
施
し
て
い
る
よ
う
に
、
問
問
家
の
菅
理
の
下
に
、
生
命

科
学
技
術
の
実
践
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
商
家
の
、
智
理
と
い
う
名
目
の
介
入
は
公
共
の
利
益
を
理
由
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
介
入
は
、
生
命
科

学
を
利
用
し
あ
る
い
は
研
究
し
実
践
す
る
働
人
の
自
由
を
制
約
す
る
結
果
と
な
る
。
こ
う
し
た
公
共
の
利
縫
を
理
由
と
す
る
個
人
の
自
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自
の
制
約
は
、
そ
の
白
的
が
他
の
人
権
の
保
護
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
生
命
科
学
の
分
野
で
は
、
人
間
の
噂
厳
の
館
雲
患
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
生
命
倫
理
が
関
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
鐙
史
的
な
寝
泊
を
振
り
返
っ
て
考
え
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
制
約
を
内
容
と
す
る
法

律
は
、
ま
ず
、
菌
家
が
行
な
う
研
究
や
実
践
か
ら
人
間
の
尊
厳
を
保
護
す
る
た
め
に
、
関
家
に
対
す
る
制
約
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
科
学
者
、
医
師
が
宥
な
、
つ
研
究
や
実
識
に
つ
い
て
の
制
約
も
、
個
人
の
尊
重
の
保
護
が
根
拠
で
あ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
国
家
が
生
命
科
学
技
術
を
独
占
す
る
こ
と
の
危
険
姓
へ
の
懸
念
か
ら
、
生
命
科
学
技
術
の
民
主
化
が
求
め
ら
れ
、
反
面
、

商
業
化
を
譲
け
る
た
め
に
は
人
権
の
尊
重
に
基
づ
い
た
公
共
の
利
益
を
根
拠
と
し
た
国
家
の
介
入
が
必
要
と
な
る
。
生
命
倫
還
に
関
す

る
法
稼
は
、
こ
の
一
一
つ
の
相
反
す
る
要
求
を
充
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

〈
個
人
の
自
由
(
権
利
〉
と
科
学
〉

-92-

生
命
科
学
技
術
の
領
域
で
は
、
人
間
は
、
抽
象
的
な
権
利
の
主
体
と
し
て
で
は
な
く
、
具
体
的
な
体
を
持
つ
存
在
と
し
て
現
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
生
命
倫
埋
法
も
、
「
意
思
を
持
っ
た
人
格
十
人
体
」
会
一
体
の
も
の
と
し
て
、
人
間
と
定
義
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

意
思
、
五
義
に
基
づ
い
た
個
人
の
自
由
と
い
う
怯
統
的
な
人
権
の
考
え
方
は
、
科
学
の
進
歩
と
の
関
係
で
は
、
意
思
が
体
を
支
配
し
生
命

や
死
に
過
剰
に
関
与
す
る
結
果
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
評
価
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
「
権
利
は
、
権
利
を
制
販
す
る
役
餅
を
は
た
し
て
い
た
自
然
と
い
う
考
え
方
と
の
つ
な
が
り
を
失
っ
た
た
め
に
、
も
は
や
欲
望
の

〈
お
)

果
て
し
な
い
実
現
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
科
学
の
進
携
に
よ
っ
て
人
間
の
手
に
す
る
自
由
は
拡
大
し
、
「
あ
ら
ゆ

(
お
)

つ
の
解
放
で
あ
る
」
の
か
。

る
知
識
は
、

こ
の
問
題
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
、
「
神
裂
な
生
命
い
と
「
生
命
の
質
」
の
対
立
と
し
て
、
科
学
の
進
歩
に
対
す
る
態
疫
決
定

(

明

訓

)

と
し
て
問
問
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
M
W

円
山
氏
自
意
も
述
べ
る
よ
う
に
、
「
神
聖
な
生
命
」
と
「
浩
一
俗
の
生
命
」
の
対
立
と
し



て
問
題
を
た
て
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
な
対
立
で
は
な
く
な
り
、
よ
り
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
の
議
論
が
可
能
と
な
る
と
患
わ

れ
る
。ま

た
、
自
然
の
生
殖
に
反
す
る
と
い
う
危
換
性
の
指
祷
に
対
し
て
は
、
科
学
に
つ
い
て
の
態
度
決
定
と
い
う
よ
り
は
、
脳
内
え
ば
子
供

を
持
ち
た
い
と
い
う
欲
求
が
ど
の
よ
う
な
権
利
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
自
由
な
の
か
、
と
い
う
方
向
か
ら

ろ

ぅ
。
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
新
し
い
可
能
性
は
、
従
来
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
自
由
を
も
た
ら
す
が
、
ぞ
れ
が
人

聞
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
性
質
の
自
由
か
と
ム
定
義
す
る
こ
と
が
、
そ
の
お
白
を
人
権
と
し
て
、

い
く
た
め

に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
権
の
保
護
と
い
う
鍛
点
か
ら
は
、
新
し
い
技
術
の
利
用
は
、
自
然
に
反
す
る
か
ら
危
険
と
い
う

理
由
で
制
約
が
必
要
な
の
で
は
な
く
、
ぞ
れ
に
よ
っ
て
他
衰
の

い
う
基
準
で
制
約
が
設
け
ら
れ
る

〕
と
が
甘
第
十
中
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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、
人
絡
の
尊
厳
と
い
う
慾
該
部
胤
制
約
を
確
立
し
た
点
で
重
姿
な
も
の
で
あ
る
が
、
生
命
倫
理
法

い
う
点
で
は
、
立
法
殺
の
判
断
を
数
時
議
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

に
つ
い
て

つ
ま
り
、
人
の
生
が
ど
こ
か
ら
始
ま
る
か
、
人
の
臓
器
を
科
用
す
る
こ
と
の
是
非
、
人
の
生
殖
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
べ
き
か
を

の
は
、

に
、
国
民
主
権
の
行
使
で
あ
る
立
法
者
で
あ
る
と
制
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
、
誰
が
、

は
何
か
を
決
定
で
き
る
の
か
と
い
う
間
い
に
つ
い
て
は
、
当
該
社
会
が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
答
え
の
可
能
性
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
変
決
定
さ
れ
る
と
引
き
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う

な
彰
響
力
を
持
つ
生
命
倫
理
の
分
野
で
は
、
決
定
は
慎
重
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
同
開
民
主
擦
を
表
明
す
る
立
法
者
の
判
断
、
す
な

わ
ち
議
会
多
数
派
の
判
断
は
、
憲
法
規
範
と
い
う
基
準
で
判
断
さ
れ
、
さ
ら
に
決
定
(
詰
制
定
)
の
過
程
に
様
々
な
形
態
の
世
論
の
導
入
、
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あ
る
い
は
、
国
際
的
な
義
準
等
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
生
命
倹
理
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、

の
よ
う
に
、
第
二
次
後
界
大
戦
後
に
憲
法
上
に
「
生
命
」
及
び
「
人
聞
の
尊
厳
」

が
規
定
さ
れ
た
こ
と
の
歴
史
的
な
現
出
を
、
多
く
の
人
が
認
織
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
個
人
の
生
命
は
、
優
生
学
の
よ
う
な
生
命

の
選
別
の
思
想
に
よ
っ
て
、
簡
単
に
そ
の
懇
厳
性
を
失
い
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
自
由
の
た
め
の
科
学
か
が
現
わ
れ
る
べ

(
切
羽
)

き
で
あ
る
。
科
学
は
、
決
し
て
い
つ
も
人
織
を
燃
に
自
由
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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付

言況宗
教
淡
学
会
で
の
報
告
(
一
九
九
五
年
六
月
)
に
あ
た
っ
て
は
、
機
織
次
隊
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
命
倫
理
の
訟
鋭
化
」
♂

g
a
g
生
命
・
人
間
‘
校
会
同
一
号

(
三
菱
政
命
科
学
級
究
所
、
一
九
九
一
一
一
年
て
関
門
フ
ラ
ン
ス
の
生
磁
波
配
制
緩
制
政
策
」
閉
門
誌
二
号
〈
一
九
九
m
例
年
)
、
大
村
美
山
間
紀
{
フ
ラ
ン
ス
「
生
命
倫
理
法
い
の

全
体
像
」
「
外
国
出
の
立
淡
い
一
一
一
一
一
一
巻
二
号
〈
一
九
九
悶
年
)
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。

ま
た
、
報
告
後
、
北
村
一
郎
{
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ゑ
命
倫
潔
立
法
の
続
要
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
九
二
号
二
九
九
六
年
〉
か
ら
も
賓
震
な
示
峻
を
受
け
た
。


